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次世代育成支援のための新たな制度体系の設計  

に関する保育事業者検討会  
開催要綱  

1 目的  

現在、地方自治体関係者や労使関係者などからなる社会保障審議会少   

子化対策特別部会において、『「子どもと家族を応援する日本」重点戦   

略』等に基づき、国・地方・事業主・個人の負担の組み合わせによって   
支える包括的な次世代育成支援のための具体的な制度設計についてこ 税   

制改革の動向を踏まえつつ検討が進められているところであり、本年5   
月に「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考   

え方」がとりまとめられたところである。   

「経済財政改革の基本方針2008」等において、「保育サービスに係る   

規制改革については、子どもの福祉への配慮を前提に、利用者の立場に   
立って、平成20年内に結論を出す」こととされており、今後、これに基   

づき、少子化対策特別部会においてさらに議論を進めることとしている   

が、この議論に資するため、雇用均等・児童家庭局長が、保育事業者等   

の参集を求め、次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に関して   

議論を行うため、本検討会を開催することとする。  

2 構成  
（1）検討会の構成員は別紙のとおりとする。  

（2） 検討会に座長を置く。  

3 検討事項  

次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に関する検討等  

4 運営  

検討会の庶務は、雇用均等・児童家庭局保育課が行う。  

5 その他  
この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長   

が雇用均等・児童家庭局長と協議の上、定める。   



検討会の公開の取扱いについて（案）   

検討会、議事要旨及び資料を公開とする。   

ただし、特段の事情がある場合には、座長の判断により、会議を非公開とすること  

ができることとする。  

【「特段の事情がある場合」とされる具体例】   

※「審議会等会合の公開に関する考え方」（厚生労働省通知）より抜粋  

① 個人に関する情報を保護する必要がある。  

② 特定の個人等にかかわる専門的事項を審議するため、公開すると外部からの   

圧力や干渉等の影響を受けること等により、率直な意見の交換又は意思決定の   

中立性が不当に損なわれるとともに、委員の適切な選考が困難となるおそれが   

ある。  

③ 公開することにより、市場に影響を及ぼすなど、国民の誤解や憶測を招き、   

不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある。  

④ 公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそ   

れがある。   



次世代育成支援をめぐる最近の動き  

近の主な動皇と議 

○ 保育を中心とした主な動きについて   

O 「保育」をめぐる議論の動きについて  

（2）経済財政改革の基本方針20輌日間議決定）  
20日士  

4）規制改革会議中間とりまとめ（平成2叩  
○中間とりまとめ（保育分野抜粋）  

○中間とりまとめ（次世代育成関係全体）   



保育を中心とした主な動きについて  

平成柑年12月25日’ 規制改革会議■第2次答申  

ユ呈月旦旦旦  社会保障審議会・少子化対策特別部会発足  

平成20年1月29日  第1回社会保障国民会議開催  

2月15日  経済財政諮問会議（新雇用戦略に関連して保育について議論）  

O 「新待機児童ゼロ作戦」を進める旨の総理指示  

旦旦塑旦 「新待機児童ゼロ作戦」の策定・公表  

旦見＿旦旦  児童福祉法等の一部改正する法律案（家庭的保育の制度化等）を閣議決定  

旦月旦亘旦 「規制改革推進のための3か年計画（改定）」閣議決定  

4月23日  経済財政諮問会議（新雇用戦略に関連して保育について議論）  

○ 保育の規制改革について年内に結論  

○ 保育の量的拡充・質の向上に係る財源のあり方について検討することで一致  

5月20日  少子化対策特別部会  

O 「次世代育成支援のための新たな制度体系の検討に向けた基本的考え方」を取りまとめ  

5月23日 経済財政諮問会議（認定こども園改革）  

○†土ども交付金（仮称）を含め改善策を夏頃目途に取りまとめ  

5月28日  地方分権改革推進委員会 第一次勧告  

5月29日  「児童福祉法等の一部を改正する法律案」衆議院で可決  

○ 衆・厚労委委員会審議 5月23日、28日  

6月20日  地方分権改革推進要綱（第1次） （地方分権改革推進本部決定）  

6月27日  経済財政改革の基本方針2008について （閣議決定）  

7月2日  中間とりまとめ 一年末答申に向けての問題提起－ （規制改革会議）   



「保育」をめぐる議論の動きについて  

◆働行う  

（D保育サービスを「措置」から利用者の「選択」に転換する   

②認定こども園等の「二重行政」を解消する   
③保育所の調理室必置や面積等の最低基準を地域に委ねる   
④保育ママ制度の資格要件を緩和する   

◆ 財源のあり方を議論す る  

「新待機児童ゼロ作戦」によって、3歳未満児15万人の保   
育サービスを増やすためには、財源の手当てが不可欠である。   
サービスの効率化を進めるとともに、それでも不足する保育   
サービスの量的拡充・質の向上のための責用については、税制   
の抜本改革に向けて、財源のあり方の議論を行うべきである。  

革推進要綱（第1次）  

平成20年6月20日地方分権改革推進∃  決定  

〔幼保・子ども〕  

○ 認定こども園制度については、当面、認定等に係る   

事務手続や会計処理が複雑であるなどの課題に対する   

抜本的な運用改善方策について平成20年度中に実施   
に着手する。あわせて、認定こども園制度の一本化に   
向けた制度改革について平成20年度中に結論を得る。   

○ 保育所について、「保育に欠ける」という入所要件   
の見直し、保護者と保育サービス提供者との直接契約   
方式について、包括的な次世代育成支援の枠組みを構   
築していく中で総合的な検討を行い、平成20年中に   
結論を得る。  

【福田総理発言】  

○ 長年の懸案がある保育サービスに係る規制改革については   
利用者の立場に立って、年内に結論を出してほしい。  

○ 財源の在り方は、社会保障国民会議の議論も踏まえ、抜本   

的税制改革において検討することとしたい。  

〔福祉施設に関する基準〕  

○ 保育所や老人福祉施設等についての施設設備に関す   
る基準については、保育の質や、高齢者の生活の一定   
の質の確保のための方策を前提としつつ、全国一律の   
最低基準という位置付けを見直し、国は標準を示すに   
とどめ地方自治体が条例により決定し得るなど、地方   
自治体が創意工夫を生かせるような方策を検討し、計   
画の策定までに結論を得る。   



経済財政改革の基本方針2008（平成20年6月27日間議決定）  
＜少子化対策関係抜粋＞  

第2章 成長力の強化  
1．経済成長戦略   

【具体的手段】   

Ⅰ全員参加経済戦略  
① 新雇用戦略（p5～6）  

・待機児童ゼロに向け、保育サービスの充実を目指し（；坦二建  
財源の在り方について、僻  

規制改革については、子どもの福祉への配慮を前提に、利f   
称）の導入など、認定こども園 ・「こども交付金」（仮 に関す薪  

平成20年夏を目途に取りまとめ、平成20年度中 に制度改∃  

に保育サービス利用率を203％から26％へ）、その  

サービスに  勺税制改革において検討する。  
者の立場に立って、平成20年周に結論を出す。  

助金の一本化による「二重行政」の解消策を検討し  
についての結論を得る。  

第4章 国民本位の行財政改革  

1．国民本位の行財政への転換   
（2）生活者重視の行政システム（消費者行政、規制改革）   
【具体的手段】   

（3）消責者・生活者のための規制改革（p19）  

診療報酬の審査■支払業務の抜本的効率化、質の確保された保育サービスの充実を含む幅広い分野について取り  
組み、平成20年末までに結論を得る。   

第5章安心できる社会保障制度、質の高い国民生活の構築  
1」国民生活を支える社会保障制度の在り方等   

【具体的手段】  

（2）重要課題への対応  

③ 総合的な少子化対策の推進（p25）   

・「子どもと家族を応援する日本」重点戦略等に基づき、保育サービスや放課後対策等の子育て支援の拡充及び仕事  
と生活の調和（ワークうイフリくランス）の実現を車の両輪として、少子化対策を行う。  

・税制の抜本的な改革と併せ、保育サービスの提供の仕組みを含む包括的な次世代育成支援の枠組みを構築する。   



「地方分権改革推進要綱（第1次）」  

（平成20年6月2d日 地方分権改革推進本部決定）  

（抜粋）  

第2 地方分権のための制度1運営の改革の推進  

1重点行政分野の抜本的見直し   

（1）くらしづくり分野関係  

【幼保・子ども】  

○ 認定こども園制度については、当面、認定等に係る事務手続や会計処理が複雑であるなどの課題に対す  
る抜本的な運用改善方策について平成20年度中に実施に着手する。あわせて、認定こども園制度の一本  

化に向けた制度改革について平成20年度中に結論を得る。〔文部科学省・厚生労働省〕   

○保育所について、「．保育に欠ける」という入所要件の見直し、保護者と保育サービス提供者との直接契約  
方式について、包括的な次世代育成支援の枠組みを構築していく中で総合的な検討を行い、平成20年中  

に結論を得る。〔厚生労働省〕   

○ 文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」について、両事  
業の統合も含めた更なる一本化の方向で改善方策を検討し、平成21年度から実施する。〔文部科学省・厚  

生労働省〕  

【福祉施設の最低基準】  

○ 保育所や老人福祉施設等についての施設設備に関する基準については、保育の質や、高齢者の生活の   
一定の質の確保のための方策を前提としつつ、全国一律の最低基準という位置付けを見直し、国は標準を   
示すにとどめ地方公共団体が条例により決定し得るなど、地方公共団体が創意工夫を生かせるような方策   
を検討し、計画の策定までに結論を得る。〔厚生労働省〕   



中間とりまとめ 一年末答申に向けての問題提起－   

（平成20年7月2日 規制改革会議）（抜粋）  
Ⅱ．各重点分野における規制改革  

1社会保障一少子化対策   

（2）福祉、保育、介護分野  

①保育分野   

（ア）直接契約方式の導入   

利用者自らが施設に直接申込みを行い、契約を結ぷ方式を導入すれば、佳居地に縛られずに、自宅のある市町村以外、つまり、最寄  
り駅、親の職場、児童の祖父母の家等に近い保育所に預けることや、必要なサービスを提供している保育所を選択することが可能とな  
る。また、保育所の側では、他の保育所との競争が起こり、利用者から選ばれる保育所となるための努力が促されるというメリットもある0   

（イ）直接補助方式（バウチャー等）の導入   

投入されている公的補助を機関補助ではなく、保育の必要度（要介護認定のような公的な基準）に応じて、バウチャー等で子育て世  
帯に配分する、利用者への直接補助方式に転換するべきと考える。価格（利用者の費用負担分）を設定する際には、原則、サービス利  
用量・内容に応じた応益負担とすべきである。また、現在、認可保育所の保育料は月額で決まっているが、フルタイム勤務以外の共働き  
世帯や在宅保育世帯による利用も増えると予想されることから、日割り■時間単位等に見直す必要もある。   

（ウ）「保育に欠ける」要件の見直し   

「保育に欠ける」要件は、保護者の就業状況や就労形態の多様化、核家族化の進行や子育てに困難を抱える家庭の増加など、子ども  
を取り巻く環境が大きく変化しているにもかかわらず、長年見直しがなされていない。そのため、認可保育所への入所の可否と個々の家  
庭における保育や子育て支援の必要度合いが必ずしも一致していない。   

（中略）   

したがって、「保育に欠ける」要件を近年の実態に照らして見直し、共働き世帯のみならず、専業主婦（夫）世帯でも、保育所において保  
育・子育て支援サービスを利用できるような基準に改めるべきである。   

（エ）官民イコールフッティングによる民間事業者の参入促進   

そのため、サービス供給量の拡大に向けて、多様な民間事業者の参入を促す環境整備を図るためには、上記のような阻害要因を早  
急に取り除くべきである。   

具体的には、  

○施設整備交付金を社会福祉法人以外の民間事業者にも給付する  

○ 株式会社には企業会計の適用を認める  

○民営化の際、社会福祉法人以外の民間事業者を排除しないよう地方公共団体への指導を徹底する  
等の対策が必要である。  

J j   



「中間とりまとめ 一年末答申に向けての問題提起－」   

（平成20年7月2日 規制改革会議）（抜粋）  

Ⅱ．各重点分野における規制改革  

1 社会保障・少子化対策  

（2）福祉、保育、介護分野  

① 保育分野  

ア 抜本的な保育制度改革  

（ア）直接契約方式の導入  

児童福祉法改正により、平成10年以降、利用者が複数の保育所を選択し、申   

込みができるようにはなったものの、最終的には保育の実施主体である市町村   

が入所判定を行い、児童を各保育所に割り振る仕組みが現在でも続いている。   

そのため、利用者の視点に立ったサービス向上へのインセンティブが働きにく   

くなっている。   

こうした状況‾F、利用者自らが施設に直接申込みを行い、契約を結ぶ方式を  

導入すれば、住居地に縛られずに、自宅のある市町村以外、つまり、最寄り駅、  

親の職場、児童の祖父母の家等に近い保育所に預けることや、必要なサービス  

を提供している保育所を選択することが可能となる。また、保育所の側では、  

他の保育所との競争が起こり、利用者から選ばれる保育所となるための努力が  

促されるというメリットもある。   

一方、都市部を中心に行われている地方公共団体独自の取組の中で、直接契  

約方式を採用している東京都の認証保育所制度は、待機児童の貴重な受け皿と  

して機能しているのみならず、認可保育所の施設最低基準とほぼ同等の水準を  

維持しながら都市型ニーズに応えるサービスを提供し、利用者から好評を得て  

いる。   

そうした地方公共団体独自の取組を参考にし、直接契約方式を導入すべきで  

ある。   

なお、直接契約方式では、サービス供給量が需要を下回る場合、本来、利用  

者に選択されるはずの施設が、逆に利用者を選択する形となり、障害児や低所  

得世帯の児童の受入れを拒否するのではないかといった懸念が持ち上がるが、  

そうした状況を回避するには、セーフティネットとして公立保育所の位置づけ   



を明確化し、障害児保育の実施や低所得者層の優先入所等、受入体制の整備・  

強化を進めるなど、新たな仕組みを設けることで十分に対応可能となる。  

（イ）直接補助方式（バウチャー等）の導入  

現行制度では、国の補助は利用者ではなく、保育所に対して運営費という形   

で機関補助が行われている。利用者側の視点では、待機児童の発生している都   

市部や児童数の減少から保育所の閉所を余儀なくされている地域においては、   

必要なサービスを自由に選択し利用したいという希望が叶わないだけではな   

く、認可保育所への入所可否によって様々な不公平が生じていることが問題視   

される。質の面で安心感を得られやすい認可保育所に預けられる人と、認可保   

育所に預けられず、やむなく認可外のサービスを利用する人や就労継続そのも   

のを断念せざるを得ない人との間には、負担する保育料や就業機会・利益の得   

失において大きな格差が生じる。こうした利用者間の不公平は、手厚い公的補   

助が広く子育て世帯に行き渡らずに、認可保育所に対して集中的に行われてい   

ることに起因する。加えて、実際に認可保育所と認可外施設における保育の質   

の実証的な比較検証は行われていないにもかかわらず、認可保育所の不足感・   

待望感にもつながってしまっている。   

こうした問題意識から、投入されている公的補助を機関補助ではなく、保育  

の必要度（要介護認定のような公的な基準）に応じて、バウチャー等で子育て  

世帯に配分する、利用者への直接補助方式に転換するべきと考える。価格（利  

用者の費用負担分）を設定する際には、原則、サービス利用量・内容に応じた  

応益負担とすべきである。また、現在、認可保育所の保育料は月額で決まって  

いるが、フルタイム勤務以外の共働き世帯や在宅保育世帯による利用も増える  

と予想されることから、日割り・時間単位等に見直す必要もある。なお、公費  

によるバウチャー等が利用可能なサービスの対象は保育所に限定せず、認定こ  

ども園や、家庭的保育（保育ママ）やベビーシッター等の在宅保育サービス等  

にも拡大すべきである。   

こうした見直しにより、利用者間の公平が保たれ、受け取る補助額を分割使  

用したり、個人で上乗せしたりすることが可能となり、利用者のサービス選択  

の幅が広がる。また、事業者側には、一律の公定価格ではなく、自由な価格設  

定が可能な仕組みを採り入れることで、病児・病後児保育や夜間・休日保育な  

ど付加的なサービスの提供に向けたインセンティブが働く。さらには、利用者  

が認可外サービスを選ぶことで、利用者の潜在的ニーズに応える新たな事業者  

の参入も期待できる。もちろん、公費を使用する対象サービスとして、一定の   

‾▼‾「詔   



基準を設けることは必要であり、事業者による適切な情報公開の徹底や質の確  

保を図ることは、公の責任において行われるべきである。   

なお、低所得世帯や障害児を持つ世帯をどのように扱うかについては、補助  

額で調整する策、すなわち保育の必要度の判定基準の1つに世帯所得や障害の  

程度、保育の緊急度を加え、受け取るバウチャー等を増額する方式を採用すべ  

きと考える。  

（ウ）「保育に欠ける」要件の見直し  

戦後間もなく制定された児童福祉法では、保育の実施対象を「保育に欠ける」   

児童と定めており、現在もなお、認可保育所に入所できる、あるいは国の家庭   

的保育サービスを受けられるのは「保育に欠ける」児童に限定されている。こ   

の「保育に欠ける」要件は、保護者の就業状況や就労形態の多様化、核家族化   

の進行や子育てに困難を抱える家庭の増加など、子どもを取り巻く環境が大き   

く変化しているにもかかわらず、長年見直しがなされていない。そのため、認   

可保育所への入所の可否と個々の家庭における保育や子育て支援の必要度合   

いが必ずしも一致していない。特に都市部等では、「保護者が昼間就労を常態   

とする」という1つめの要件に最も高い優先度が設定されている地方公共団体   

が多く、早朝・深夜シフトや、パートタイム勤務を掛け持ちする保護者等の児   

童は入所しにくいという指摘もある。   

したがって、「保育に欠ける」要件を近年の実態に照らして見直し、共働き世  

′箭のみならず、専業主婦（夫）世帯でも、保育所において保育・子育て支援サ  

ービスを利用できるような基準に改めるべきである。   

なお、入所希望者数が定員数を超える場合、2）で述べた補助額の設定に必  

要な「要保育度」と同様の概念で、その必要度に応じて優先順位付けされるよ  

うな仕組みを導入する必要がある。  

（エ）官民イコールフッティングによる民間事業者の参入促進  

認可保育所には市町村が開設する公立と、「官」以外が設置主体となる私立   

がある。また、公立の中には、市町村が運営する「公営」と、民営化され、社   

会福祉法人を始めとする民の経営による「私営」がある。  

近年の認可保育所の設置状況を「社会福祉施設等調査」（厚生労働省）で見   

ると、箇所数の推移では、公立が減少、私立は反対に増加傾向にあり、平成19   

年現在では公立がまだ過半を占めているが、早晩、公私比率は逆転すると予想   

される。   



同じ認可を受けた保育所であっても、経営主体によって、そのサービス内容  

は大きく異なっている。 例えば、障害児保育を除く、その他の様々な種類の保  

育実施率は、私営がすべて公営を上回っている。  

一部の地方公共団体では公設民営化の動きがあるが、平成18年の私営は363  

箇所と公立全体に占める割合はわずか3％に過ぎず、公立保育所のほとんどは  

依然公営である。また、私立の認可保育所の内訳では、社会福祉法人による経  

営が9割と圧倒的に多く、平成18年までの5年間で約1，300箇所も増えている。  

一方、多様な利用者ニーズに応えるサービスの提供者として期待される株式会  

社やNPOを含む「その他法人」が経営する比率は、平成18年で5％にとどま  

っており、保育所事業への参入が進んでいないことがわかる。   

地方公共団体が公立保育所の民営化を進める際、国の規制がないにもかかわ  

らず、移管先を社会福祉法人に限定するケースが多いため、株式会社立となる  

事例はごく稀である。また、現在、私立保育所への施設整備交付金は、社会福  

祉法人立の保育所に限られており、株式会社、NPO法人は補助対象外である。  

社会福祉法人が半「官」的な存在とすると、実質的な官民のイコールフッティ  

ングがはかられていないと言える。さらには、保育所運営では株式会社であっ  

ても社会福祉法人会計が求められており、株主への配当が制限されるなど、参  

入の大きな障害となっている。   

そのため、サービス供給量の拡大に向けて、多様な民間事業者の参入を促す  

環境整備を図るためには、上記のような阻害要因を早急に取り除くべきである。  

具体的には、   

○施設整備交付金を社会福祉法人以外の民間事業者にも給付する   

○株式会社には企業会計の適用を認める   

○民営化の際、社会福祉法人以外の民間事業者を排除しないよう地方公共団  

体への指導を徹底する  

等の対策が必要である。なお、1点目については、憲法89条の解釈問題が背景  

にあるもぁの、介護保険など、既に直接補助を行っている例に照らせば、直接  

補助を行うことによりほぼ解決できると考える。   



「中間とりまとめ 一年末答申に向けての問題提起－」   

（平成20年7月2日 規制改革会議）（抜粋）  

Ⅱ．各重点分野における規制改革  

1 社会保障・少子化対策  

（2）福祉、保育、介護分野  

① 保育分野   

我が国では、昭和40年代後半の第2次ベビーブーム以降、合計特殊出生率が徐々   

に低下し、平成17年には1．26と過去最低を記録するなど、急速な少子化が進行して   

おり、平成17年には予測よりも2年早く人口減少社会に突入した。  

図表1－（2）－①  

（備考l厚生労働省「人口動態統計（平成19年）」による。   

こうした少子化の進行により労働人口の急速な減少と国の成長力の大幅な低下が  

予想される中、潜在労働力として最も期待が高いのが女性であり、特に、いわゆる  

M字カーブの凹み部分である子育て世代の就業率を高めていくことが有効な対処策  

の1つである。そのためには、女性が安心して働き続けられる環境の整備が必要で  

ある。   



図表1－（2）－②  

女性の年齢階級別労働力率（国際比較）  

40－44  45－49  50－54  55－59  60－64 65歳以上（歳）  15－19   20－24   25－29   30－34   35－39  

（備考）内閣府「男女共同参画白書（平成18年版）」による。   

政府においては、平成6年の「エンゼルプラン」策定以降、各種の少子化対策が  

講じられてきたが、目立った成果は上がっていない。国の保育制度に関しては、依  

然残る「措置」の発想の下、画一的・硬直的な公的保育が実施されているのが現状  

である。平成19年末に終了した「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議  

が取りまとめた重点戦略に基づき、「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」の  

ための議論の場は、厚生労働省の社会保障審議会少子化対策特別部会に移された。  

現在、同部会において、次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた議  

論が進められている。   

当会議では、前身の会議以降、一貫して主張してきたとおり、幼保一元化を見据  

えた保育制度の抜本的な改革が必須であり、同時に、多様なニーズに応える様々な  

子育て支援サービスを多面的に拡充していくことが重要かつ急務であると考える。  

改革の推進に当たっては、次の3つの視点を踏まえ、以下に掲げる施策を早急に講  

じる必要がある。  

○ 質の確保と量の拡大を図る効率的な事業運営  

○ 多様化する利用者ニーズに応えるサービスの提供  

○ 官民事業者のイコールフッティングの実現   



ア 抜本的な保育制度改革  

（ア）直接契約方式の導入  

児童福祉法改正により、平成10年以降、利用者が複数の保育所を選択し、申   

込みができるようにはなったものの、最終的には保育の実施主体である市町村   

が入所判定を行い、児童を各保育所に割り振る仕組みが現在でも続いている。   

そのため、利用者の視点に立ったサービス向上へのインセンティブが働きにく   

くなっている。  

図表］＿－（2）－③  

保育へのニーズ  

毎日預かってもらうことができる  

1週間に1～2回、預かってもらうことができる  

1月に1～2回、預かってもらうことができる  

自宅にスタッフを派遣してもらえる  

買い物や息抜きなどでも預かってもらえる  
（ベビーシッターを含む）  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  

図表1－（2）－④   

ベビーシッターへのニーズ（複数回答）  

保育技術のあるスタッフが派遣される  

当日の依頼でも対応してもらえる  

病時・病後時でも預かってもらえる   

早朝や夜などでも予約を受け付けている  

緊急時の体制が整備されている   

マナー教育のされたスタッフが派遣される  

医療機関と連携している  

スタッフを指名できる  

10％  20％  30％  40％  50％  60％   



図表1－（2）－⑤  

夜間・休日・短時間などの保育サービスへのニーズ（複数回答）  

前日や当日など、急な依頼にも対応してくれる  

早朝や夜間（午後7時以降）でも預かってもらえる  

0歳からなど、低年齢児でも預かってもらえる  

自分の矧ナたい時間帯を選択できる  
（フルタイム用だけでなく、ハ●－トの時間帯に合わせた預かりなど）  

昼食や夜食のサービスがある  
（お弁当を用意しなくてもよい）  

休日も預かってもらえる  

80ヽ     90ヽ  Dヽ  10ヽ    20ヽ    30ヽ    40ヽ    50ヽ    60ヽ   10ヽ  

図表1－（2）－⑥  

病児保育サービス等へのニーズ（複数回答）  

急な発熱など急性期でも預かってもらえる  

医師・看護師・保健師などの専門職が配置されている  

感染性疾患でも預かってもらえる  

病院・診療所に併設されている  

自宅にスタッフを派遣してもらえる  

0ヽ 10ヽ 20ヽ 30ヽ ▲0ヽ ～0ヽ 60ヽ †○ヽ   

（備考）すべて経済産業省委託調査［2007］（2か－【40代の女性へのアンケート調査）による。   

こうした状況下、利用者自らが施設に直接申込みを行い、契約を結ぶ方式を  

導入すれば、住居地に縛られずに、自宅のある市町村以外、つまり、最寄り駅、  

親の職場、児童の祖父母の家等に近い保育所に預けることや、必要なサービス  

を提供している保育所を選択することが可能となる。また、保育所の側では、  

他の保育所との競争が起こり、利用者から選ばれる保育所となるための努力が  

促されるというメリットもある。   

一方、都市部を中心に行われている地方公共団体独自の取組の中で、直接契  

約方式を採用している東京都の認証保育所制度は、待機児童の貴重な受け皿と  

して機能しているのみならず、認可保育所の施設最低基準とほぼ同等の水準を  

維持しながら都市型ニーズに応えるサービスを提供し、利用者から好評を得て  

いる。   



図表1－（2）－⑦  

都市型保育ニーズヘの対応  
100 100  

認可公立  認可私立  認可（平均）  

（備考）東京都福祉保健局少子社会対策部資料（平成19年4月現在）により作成  

認証   

そうした地方公共団体独自の取組を参考にし、直接契約方式を導入すべきで  

ある。   

なお、直接契約方式では、サービス供給量が需要を下回る場合、本来、利用  

者に選択されるはずの施設が、逆に利用者を選択する形となり、障害児や低所  

得世帯の児童の受入れを拒否するのではないかといった懸念が持ち上がるが、  

そうした状況を回避するには、セーフティネットとして公立保育所の位置づけ  

を明確化し、障害児保育の実施や低所得者層の優先入所等、受入体制の整備・  

強化を進めるなど、新たな仕組みを設けることで十分に対応可能となる。  

（イ）直接補助方式（バウチャー等）の導入  

現行制度では、国の補助は利用者ではなく、保育所に対して運営費という形   

で機関補助が行われている。利用者側の視点では、待機児童の発生している都   

市部や児童数の減少から保育所の閉所を余儀なくされている地域においては、   

必要なサービスを自由に選択し利用したいという希望が叶わないだけではな   

く、認可保育所への入所可否によって様々な不公平が生じていることが問題視   

される。質の面で安心感を得られやすい認可保育所に預けられる人と、認可保   

育所に預けられず、やむなく認可外のサービスを利用する人や就労継続そのも   

のを断念せざるを得ない人との間には、負担する保育料や就業機会・利益の得   



失において大きな格差が生じる。こうした利用者間の不公平は、手厚い公的補  

助が広く子育て世帯に行き渡らずに、認可保育所に対して集中的に行われてい  

ることに起因する。加えて、実際に認可保育所と認可外施設における保育の質  

の実証的な比較検証は行われていないにもかかわらず、認可保育所の不足感・  

待望感にもつながってしまっている。  

図表1－（2）－（診  

国基準（保育料）等から推計した利用者負担醸  

【保育所】（1人当たり月嶺）   

年齢区分   費用総額   保護者負担額   公費負担額   利用者負担：公費負担   

0歳児   17．3万円   3．5万円   13．8万円   2：8   

1・2歳児   10．3万円   3．5万円   6．8万円   3：7   

3歳児   5万円   2．8万円   22万円   6：4   

4歳以上児   4．3万円   2．6万円   1．7万円   6：4   

【保育所】（総額）  

費用総額   保護者負担額   公費負担額   利用者負担：公費負担   

1兆7．800億円  7，600億円   1兆2∝）億円   4：6   

（備考）1．厚生労働省社会保障審議会少子化対策特別部会第6回（平成20年4月9日）資料による。  

2．平成20年度保育所運営費負担金予算（案）額を基に算出。   

こうした問題意識から、投入されている公的補助を機関補助ではなく、保育  

の必要度（要介護認定のような公的な基準）に応じて、バウチャー等で子育て  

世帯に配分する、利用者への直接補助方式に転換するべきと考える。価格（利  

用者の費用負担分）を設定する際には、原則、サービス利用量・内容に応じた  

応益負担とすべきである。また、現在、認可保育所の保育料は月額で決まって  

いるが、フルタイム勤務以外の共働き世帯や在宅保育世帯による利用も増える  

と予想されることから、日割り・時間単位等に見直す必要もある。なお、公費  

によるバウチャー等が利用可能なサービスの対象は保育所に限定せず、認定こ  

ども園や、家庭的保育（保育ママ）やベビーシッター等の在宅保育サービス等  

にも拡大すべきである。   

こうした見直しにより、利用者間の公平が保たれ、受け取る補助額を分割使  

用したり、個人で上乗せしたりすることが可能となり、利用者のサービス選択  

の幅が広がる。また、事業者側には、一律の公定価格ではなく、自由な価格設  

定が可能な仕組みを採り入れることで、病児・病後児保育や夜間・休日保育な  

ど付加的なサービスの提供に向けたインセンティブが働く。さらには、利用者   



が認可外サービスを選ぶことで、利用者の潜在的ニーズに応える新たな事業者  

の参入も期待できる。もちろん、公費を使用する対象サービスとして、一定の  

基準を設けることは必要であり、事業者による適切な情報公開の徹底や質の確  

保を図ることは、公の責任において行われるべきである。   

なお、低所得世′許や障害児を持っ世帯をどのように扱うかについては、補助  

額で調整する策、すなわち保育の必要度の判定基準の1つに世帯所得や障害の  

程度、保育の緊急度を加え、受け取るバウチャー等を増額する方式を採用すべ  

きと考える。  

（ウ）「保育に欠ける」要件の見直し  

戦後間もなく制定された児童福祉法では、保育の実施対象を「保育に欠ける」   

児童と定めており、現在もなお、認可保育所に入所できる、あるいは国の家庭   

的保育サービスを受けられるのは「保育に欠ける」児童に限定されている。こ   

の「保育に欠ける」要件は、保護者の就業状況や就労形態の多様化、核家族化   

の進行や子育てに困難を抱える家庭の増加など、子どもを取り巻く環境が大き   

く変化しているにもかかわらず、長年見直しがなされていない。そのため、認   

可保育所への入所の可否と個々の家庭における保育や子育て支援の必要度合   

いが必ずしも一致していない。特に都市部等では、「保護者が昼間就労を常態   

とする」という1つめの要件に最も高い優先度が設定されている地方公共団体   

が多く、早朝・深夜シフトや、パートタイム勤務を掛け持ちする保護者等の児   

童は入所しにくいという指摘もある。   



図表1－（2）－⑨  

共働き等世帯数の推移  
（万世帯）   

昭和 56 57 58 59 6D 61 62 63 平成 2  3  4  5  6  7  8  9 10 1112 13 14 】5 16 17 18 19  

（年）  

（備考）1．厚生労働省「男女共同参画白書（平成20年版）」による。  

2．昭和55年から平成13年は総務省「労働力調査特別調査」（各年2月、ただし、昭和55年から昭和57年は  

各年3月）、14年以降は「労働力調査（詳細結果）」（年平均）より作鼠  

3．「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及  

び完全失業者）の世帯。  

4．「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。  

図表1－（2）－⑩  

保護者の就業形態  

求職中0．7％   求職中4．2％  

女性  

（備考）東京都「認証保育所実態調査結果幸陪書（平成16年7月）」による。   



図表1－（2）－⑪  

父母の就業状況  

その他2．2％  

（備考）1．厚生労働省「地域児童福祉事業等調査（平成18年）により作成。  

2．非常勤は、職場が定めた所定労働時間のすべてを勤務している者以外の者。   

したがって、「保育に欠ける」要件を近年の実態に照らして見直し、共働き世  

帯のみならず、専業主婦（夫）世帯でも、保育所において保育・子育て支援サ  

ービスを利用できるような基準に改めるべきである。   

なお、入所希望者数が定員数を超える場合、2）で述べた補助額の設定に必  

要な「要保育度」と同様の概念で、その必要度に応じて優先順位付けされるよ  

うな仕組みを導入する必要がある。  

（工）官民イコールフッティングによる民間事業者の参入促進  

認可保育所には市町村が開設する公立と、「官」以外が設置主体となる私立   

がある。また、公立の中には、市町村が運営する「公営」と、民営化され、社   

会福祉法人を始めとする民の経営による「私営」がある。  

近年の認可保育所の設置状況を「社会福祉施設等調査」（厚生労働省）で見   

ると、箇所数の推移では、公立が減少、私立は反対に増加傾向にあり、平成19   

年現在では公立がまだ過半を占めているが、早晩、公私比率は逆転すると予想   

される。   



図表1－（2）－⑫  

保育所数の推移（設置主体別）  

平成13年  平成柑年   

（備考）厚生労働省「社会福祉施設等調査（平成13年）」、「福祉行政報告例（平成19年4月分概数）」により作成。  

同じ認可を受けた保育所であっても、経営主体によって、そのサービス内容  

は大きく異なっている。例えば、障害児保育を除く、その他の様々な種類の保  

育実施率は、私営がすべて公営を上回っている。  

図表1－（2）－⑬  

様々な保育の実施率（経営主体別）  

障害児保育  休日保育  一時保育  特定保育   

（備考）厚生労働省「社会福祉施設等調査（平成18年）」により作成。   



一部の地方公共団体では公設民営化の動きがあるが、平成18年の私営は363  

箇所と公立全体に占める割合はわずか3％に過ぎず、公立保育所のほとんどは  

依然公営である。また、私立の認可保育所の内訳では、社会福祉法人による経  

営が9割と圧倒的に多く、平成18年までの5年間で約1，300箇所も増えている。  

一方、多様な利用者ニーズに応えるサービスの提供者として期待される株式会  

社やNPOを含む「その他法人」が経営する比率は、平成18年で5％にとどま  

っており、保育所事業への参入が進んでいないことがわかる。  

図表1－（2）－⑭  

保育所（設置主体・経営主体別）  

（力ヽ所）   
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（備考）厚生労働省「社会福祉施設等調査（平成18年）」により作成。   

地方公共団体が公立保育所の民営化を進める際、国の規制がないにもかかわ  

らず、移管先を社会福祉法人に限定するケースが多いため、株式会社立となる  

事例はごく稀である。また、現在、私立保育所への施設整備交付金は、社会福  

祉法人立の保育所に限られており、株式会社、NPO法人は補助対象外である。  

社会福祉法人が半「官」的な存在とすると、実質的な官民のイコールフッティ  

ングがはかられていないと言える。さらには、保育所運営では株式会社であっ  

ても社会福祉法人会計が求められており、株主への配当が制限されるなど、参   



入の大きな障害となっている。   

そのため、サービス供給量の拡大に向けて、多様な民間事業者の参入を促す  

環境整備を図るためには、上記のような阻害要因を早急に取り除くべきである。  

具体的には、   

○施設整備交付金を社会福祉法人以外の民間事業者にも給付する   

○株式会社には企業会計の適用を認める   

○民営化の際、社会福祉法人以外の民間事業者を排除しないよう地方公共団  

体への指導を徹底する  

等の対策が必要である。なお、1点目については、憲法89条の解釈問題が背景  

にあるものの、介護保険など、既に直接補助を行っている例に照らせば、直接  

補助を行うことによりほぼ解決できると考える。  

（オ）地域の実情に応じた施設の設置の促進  

a 保育所の最低基準の見直し   

保育所の施設最低基準（厚生労働省令）は、「保育に欠ける」要件と同様に、   

長年にわたりほとんど改正がされていないため、 これといった根拠がないま   

まに適用されているものが多い。例えば、乳児のほふく室の面積基準は1人   

あたり3．3Ⅰゼ（畳2畳分）、保育に従事する職員はすべて保育士資格を保有す   

る者と定められているが、東京都の認証保育所制度では、それぞれ2．5Ⅰポ以   

上、資格保有者が6割以上まで弾力化が認められており、これら基準の緩和   

による具体的な問題は明らかにされていない。  

図表1－（2）－⑮  

認可保育所と認証保育所の基準比較  

認可保育所   認証保育所   

乳児室、ほふく室   A型（駅前基本型）3．3nて以上（2．5rパまで弾力化）   

1人当たリ3．3ポ以上  

（0、1歳児室）  B型（小規模・家庭的保育所） 2．5∩了以上   

保育従事者   保育士   保育士以外の者も可（但し、6割以上は保育士）   

（備考）東京都福祉保健局少子社会対策部資料（平成19年8月）により作成   

したがって、子どもの安全面のみならず、健康な心身の発達を保障する環  

境を整えるためには、どこまでの最低基準が必要なのか、科学的・実証的に  

検証し、早急に見直すべきである。   



また、調理室の必置基準については、これまでの規制改革等により以下の  

特例が認められている。   

○分園方式の保育所では、中心保育所に調理室があり、調理員がいれば、  

調理室の設置及び職員の配置が不要   

○幼稚園や学校の余裕教室を使って保育所を整備する場合には、園・学校  

の給食設備の共用が可能   

O「認定こども園」では3歳児以上には外部搬入方式が可能   

一方で、構造改革特別区（特区）事業として「公立保育所における給食の  

外部搬入方式の容認事業」があり、全国展開への検討が重ねられているが、  

まだ結論は出ていない。アレルギー児等特別な配慮を要するケースへの対応  

を十分に行う前提で、全国規模で外部搬入方式の導入を検討し、結論を得る  

べきである。  

b 地域の実情に応じた施設の設置の促進   

平成19年末に取りまとめられた「子ども家族を応援する日本」重点戦略で   

は、「次世代育成支援に関連する給付・サービス、とりわけ仕事と子育ての   

両立や家庭における子育てを支える社会的基盤となる現物給付の実現に優先   

的に取り組む必要があり、これを支える効果的な財源投入が必要である」と   

されている。 現物給付の最たるものとして、厚生労働省は認可保育所を公的   

保育の核と位置づけているが、昨今の地方の財政状況や、上述のような地域   

の実情に応じた柔軟な設置が認められない全国一律の施設最低基準により、   

認可保育所はその設置数がなかなか増えないのが現状である。さらに、平成  

］し9年には認可保育所の定員が対前年比で約3万人増加したものの、待機児童   

数は約2千人しか減少しなかったなど、認可保育所が新たに開設されても、   

潜在需要が喚起され、定員数の増加分ほどは待機児童数が減少しないという   

状況に陥っている。   

一方、設置・経営主体別の費用の負担構成のグラフが示すとおり、この例   

では、公営の認可保育所は高コスト及び利用者の少ない負担で運営されてお   

り、公務員である職員の人件費を賄うための地方公共団体による上乗せ負担   

が他の経営形態に比して突出している。  

したがって、私営認可保育所や認定こども園、認証保育所等、様々な施設   

のサービスや運営効率、利用者満足度の相互比較を行うなどして、限られた   

財源を効率的に活用し、施設の設置を進めるべきである。   



図表1－（2）－⑯  

保育料と公費負担の仕組み ＜東京都A市の例＞  

国基準  公営  社会福祉法人官 公設民営（株式会社）認可外（東京都認証）  

（備考）1．財務省予算執行調査（平成14年6月、9月）による。  

2．国基準は、国の予算で想定する全国平均の姿。  

3．国負担、保育料の数値が運営主体間で異なるのは、実際に訪問した保育所の児童の年齢構成の違い等に  

よる。   

中でも、東京都の認証保育所制度は、（ア）でも述べたとおり、認可施設  

の最低基準とほぼ同等の水準を維持しながら、待機児童の貴重な受け皿とし  

て機能し成果を上げているが、国の認可制度では「認可外」という取扱いで  

あるため、国からの補助金は一切入っていない。そのため、認可保育所と比  

べて保育料が高くなっており、利用者負担の公平性も欠いている。   

そこで、効率よくサービス供給量を拡大することができ、待機児童の解消  

やパートタイム労働者等の「保育に欠ける」要件を満たさない児童の受入れ  

にも道が拓けることからも、認証保育所等の、一定の質が保たれている地方  

公共団体独自の取組を国の制度として位置づけ、利用者の選択による直接契  

約方式の下、柔軟な設置基準により運営するとともに、一定の補助・支援を  
行うべきである。  

て竃   



イ その他の保育・子育て支援サービスにおける改革  

（ア）認定こども園制度の見直し  

平成18年10月に始まった認定こども園制度は、基本的には既存の幼稚園と   

保育所の制度を組み合わせただけであり、行政も幼稚園は文部科学省、保育所   

は厚生労働省と依然縦割りのままである。そのため、目指すべき真の幼保一元   

化にはほど遠く、抜本的な保育制度改革を議論するための前提条件として厚生   

労働省が必要としている「認定こども園の実施状況等を踏まえ」という規模に   

さえなかなか至らないのが現状である。具体的には、平成19年4月時点での   

申請見込み件数（平成19年度中に542件）に対し、平成19年8月現在の認定   

数は105件にとどまっている。  

a 運用改善による普及の促進   

平成20年2月に、105園の認定こども園に対して行われた「認定こども園   

に関するアンケート」（関西大学白石研究室実施。回答率63％）では、運用   

面での問題点が数多く指摘された。認定申請に係る手続きの効率化、簡素化   

はもちろんのこと、財政的な支援を求める声が非常に多かった。認可の有無   

や「保育に欠ける」児童かどうかにかかわらず、認定を受けた園には補助を   

行うべきという意見や、幼稚園型、地方裁量型の保育所部分や、「子育て支援」   

等、新たに追加された機能に対して補助を行わないと数は増えていかないと   

いう指摘があった。核家族化や地域のコミュニケーションの希薄化が進む中、   

専業主婦（夫）家庭においては、育児不安、育児うつ等による育児放棄や虐   

待等の問題も起こっており、認定こども園に実施が義務づけられている地域   

の子育て支援の重要性は間違いなく高まってきている。   

そのため、地域子育て支援の実施を適切に補助し、また、既存制度におけ   

る認可の有無にかかわらず、例えば、厚生労働省と文部科学省の補助金を一   

本化することにより、幼稚園型、地方裁量型が新たに追加した保育所的機能   

に対しても、一定の補助を行うべきである。   

一方、保護者の認定こども園に対する評価は概して良い。短時間利用児（幼   

稚園）の保護者から、「夏休み等の長期休業期間に保育を受けられて良い」、   

「小さい子ども（3歳末満児）も預けられて良い」といったコメントがあっ   

た一方、「就労の有無や就労形態にかかわらず預けられる」、「勤務形態や時間   

に合わせて柔軟に預けられる」、「姉妹、兄弟と同じ園に預けられる」等、現   

行の保育所制度での不都合や制約と比較して利便性の高い認定こども園の制   

度を評価する声が、長時間利用児（保育園）の保護者から多く寄せられた。   



また、直接施設に利用申込みができる点については、6割以上が「好評」と  

回答し、「不評」はわずか2％足らずだった。「好評」と回答した園では、保  

育園の保護者が、直接園に申し込むことで手続きが済む簡便さや、園の雰囲  

気がわかること等を評価している点が理由として挙げられている。なお、3  

割強を占めた「普通（どちらでもない）」という回答の多くは幼稚園型の固か  

らで、従来から幼稚園は直接契約制であるための結果と推測される。   

したがって、まずは、両省が実施した実態調査や上記アンケートの結果を  

踏まえ、早期に運用の改善を行い、認定数の増加を図るべきである。  

図表1－（2）－⑰  

Q．認定以前と比べて、良くなったと感じる点をお聞かせください。保護者からの評価 【複数回答】  

問3（2）  n＝58  

度数  

0  10  20  30  40  

図表1－（2）－⑩  

Q．認定以前と比べて、大変になった、厳しくなったと感じる点をお聞かせ下さい。【複数回答】  

問4   n＝60  

度数  

0  10  20  30  

旺l職員の配置基準  
囲 施設の設備基準  
［コ 新たに付加した機能（幼稚園、または保育園部分）の運営  
［］子育て支援事業の実施  
［コ 財政面での負担  
巨通 その他   



図表1－（2）－⑲  

Q．今後、認定こども国がもっと増えていくためには、どのような制度になれば良いとお考えですか。  

改善すべき点などあれば、お書きください。【自由記述回答】（抜粋、要約）   

・保育に欠ける・欠けないに関係なく、また認可・認可外にかかわらず、財政支援があると良い。   

（特に幼稚園型の園からの回答が多かったからか、幼稚園に併置する保育園部分を認可する、あるいは財政支援を講ずる ことを求める声が多  

かった。）  

一認定こども園独自の統一された補助制度があると良い。  

・新たな機能の充実（子育て支援や一時保育事業等）を目指すのであれば、予算措置をすべき。   

・現行の制度のまま（これまでの幼稚園、保育所の財源を組み合わせただけ、行政も依然縦割り）では、増えていかない。 就学前児童の行政を  

すべて一元化すべき。  

■幼稚園機能と、保育園機能を整合させるのではなく、新しい制度として一本化すべき（国の所管省庁や予算も）。  

・認定こども園についての理解が不十分であり、地域住民や子育て中の保護者への周知・啓発を推進する必要がある。  

・自治体の認定こども園に対する温度差はかなりある。行政（国）がもっと奨励していかない限り、デメリットばかりで、なかなか拡がらないのでは。   

（備考）すべて関西大学白石研究室「認定こども園に関するアンケート」（平成20年2月）による。  

b 幼保一元化の実現に向けて   

認定こども園制度の見直し時期は、法の附則により「施行後5年を目途」   

とされているが、運用改善による普及促進を図りつつ、5年を待たずに真の   

幼保一元化に向けた制度の見直しに取り組むべきである。見直しに当たって   

は、以下2つのフェーズが考えられる。   

○上記アと合わせた大改革により一気に幼保一元化を実現する。現行の幼  

稚園、保育所と統合し、一元化された行政・予算の下、すべての就学前  

児童を対象とする包括的な教育、養護・保育制度を構築する。親の就労  

形態等にかかわらず、利用者が直接申込み、契約でき、利用時間・サー  

ビス内容も柔軟に選択できる施設とする。   

○一方、認定こども園という枠の中だけで試行的に幼保一元化を実現し、  

あるべき姿（真の幼保一元化）への足掛かりとするという制度改革もあ  

り得る。予算の一本化により二重行政を解消し、既存の2制度の組み合  

わせではなく、認定こども園独自の認定・補助基準を設け、運営する。  

現在、幼保連携型、保育所型への入所に際しては、保育所部分について  

市町村が「欠ける」要件の判定を行っているが、市町村による判定をや  

め、行政は質のチェックや事業者からの相談・支援に特化する。この案  

では、新規に幼保連携型として認定を受けようとする施設が幼稚園、保   



育所、認定こども園の3つの認定・認可申請を行わなければならない手  

間や、会計を幼・保で2つに分けなくてはならない管理業務の繁雑さを  

解消することができる。  

（イ）家庭的保育（保育ママ）の拡充  

a 活用促進に向けた取組   

サービス供給量の拡大という観点から、多様な利用者ニーズに応える弾力   

的な保育サービスの1つである保育ママの一層の活用と規模の拡大が必要だ   

が、平成12年に始まった国の家庭的保育事業は規模が小さく、ほとんど利用   

されていない。表の示すとおり、国の予算での見積もり児童数に対し、実際   

の預かり児童数は桁違いに少なく、この事業が有効に実施されていないこと   

がわかる。  

図表1－（2）－⑳  

国の家庭的保育事業と地方公共団体の独自制度の規模の比較  

（単位：人）  14年度  15年度  16年度  17年度  18年度  19年度   

国の事業  

児童数（予算）   5，∝）0   2，500   2．500   2，500   2，500   1，300   

児童数（事業実績）   102   99   313   276   319  

保育ママ数   46  

地方単独事業（※）  

児童数   1，413  

（備考）1．厚生労働省社会保障審蔑会少子化対策特別部会第2回（平成20年1月28日）資料により作成，  

2．「地方自治体実施分（国庫補助対象も含む）一各年度の国庫補助実績」により推吉七   

一方、それ以前から独自の制度を持っていた地方公共団体では、国庫補助  

事業を導入せず単独で実施しているケースが多い。その主な理由としては、  

2つの制度を持つことで運営・管理が複雑になるだけでなく、国の制度での  

保育者の資格要件や連携保育所の設置がネックになっていることが考えられ  

る。   

そのため、家庭的保育事業を法制化する児童福祉法の改正案が第169回国  

会に提出されたが、法改正後に省令で定められる見通しとなっている保育マ   

▼1‘   



マの要件については、先行して実績を上げている地方公共団体の取組を十分  

参考にし、要件の緩和を図るべきである。具体的には、保育士、看護師等の  

資格保有者に限定せず、意欲のある育児経験者を基礎的な研修の修了を条件  

に保育ママと認めるなど柔軟な要件設定が必要である。また、国の補助を受  

け家庭的保育制度を利用する地方公共団体の数が増えるよう、実施基準・ガ  

イドラインの策定に際しては、一定の質の確保を前提に、過度に厳しくなら  

ないよう配慮すべきである。   

なお、現行の要件では、保育ママが「未就学児童を養育していないこと」  

や対象児童が「保育ママと3親等以内でないこと」が定められているが、フ  

ランスでは実子も含めて3人まで保育することが法的に認められている。こ  

れは、女性が子育てしながら収入を得る機会と、保育ママのなり手を確保す  

ること、双方に役立っていると考えられ、要件を定める際には、検討に値す  

る。  

b 対象児童の拡大   

国の事業は当初、待機児童解消のための応急策として導入されたため、あ   

くまで保育所保育の補完という位置づけであり、預かる対象を「保育に欠け   

る」児童に限定している。本来、少人数で家庭的な環境で保育が行われる保   

育ママは、保育所における集団保育とは異質なものであり、敢えて保育ママ   

を希望する保護者・家庭もあるため、保育所の補完的役割としてではなく、   

多様な保育サービスの1つとして位置づけるべきである。そうすることで、   

都市部以外の待機児童のいない地域であっても、家庭的保育サービスが受け   

られるようになる。   

また、昭和44年から家庭福祉員制度を導入している東京都では、対象を「保   

育を要する」児童としており、平成19年6月現在1，223名の預かり実績があ   

ることからも、家庭的保育事業における「欠ける」要件を撤廃し、「欠ける」   

子以外にも対象児童を拡大すべきである。  

（ウ）放課後児童クラブの体制整備  

放課後児童クラブ（いわゆる学童保育）については、特段の規制がないため   

に、近年ますます増大するニーズにより、待機児童の問題や大規模化による環   

境悪化等の問題が起こっている。 図表1一（2）－22が示すとおり、100人以   

上の規模のクラブも増えている。 また、特に公立の放課後児童クラブでは保育   

所より開所時刻が早い、あるいは延長保育が行われていないクラブも多く、い   

わゆる「小1の壁」により保護者の継続就業が困難になるケースが起きている。   



よって、仕事と家庭の両立支援の観点からも、クラブ数の増加に向け、クラ  

ブの分割や、小学校の余裕教室、児童館、幼稚園等、既存施設の有効活用を一  

層促進すべきである。  

図表1－（2）－21  

放課後児童クラブ数及び登録児童数等の推移  
（か所）   

24．000  
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4，000  
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500．000  
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400・000 
14，000   

300，00012，000  
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200，000  

8，000  

100・000  
6．000   

0  4，000   

10年度 11年度 12年度13年度14年度15年度 16年度 17年度 18年度 19年度   

（備考）1．厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課調査による。  

2．各年5月1日現在。  

丁－  



図表1－（2）－22   

（箇所：l  
学童保育数の推移（入所児童数の規模別）  

（調査時）  

（備考）全国学童保育連絡協議会「学童保育の実態と課題2007年版実態調査のまとめ」により作成。   



Ⅱ．各重点分野における規制改革  

1 社会保障・少子化対策  

（3）雇用・就労分野  

（か 適材適所の人材活用  

イ 保育士資格  

保育士となる資格を得る方法は2つあり、指定保育士養成施設を卒業すること、   

もしくは保育士試験に合格することが必要とされている。現在では、全体の9割   

程度が前者の方法により保育士となる資格を得ている。  

この取得要件については、例えば、育児経験を有する者等が新たに保育士とし   

て職に就くために資格を取得するにあたって、長期の就学の負担があること、及   

び、受験要件を満たす機会が限定的であることから、保育職場での就労の機会を   

狭めている。具体的には、指定保育七養成施設の就学期間として2年以上必要で   

あること、及び、保育士試験の受験要件として認可保育所等での実務経験（高卒  

以下の場合）が必要であるが、無資格のまま実務経験を積むことができるケース   

が少ない現状にある。  

また、最近の保育職場を取り巻く環境については、問題を抱える家庭に対する   

支援や、障害児保育への対応、さらには、保護者からの過度の要求への対応など   

が求められ、ますます厳しくなっている。このことだけが理由ではないが、保育   

士となる資格を有する者の多くは、保育職場から離れている状況にある。また、   

新卒で保育職場に就職しても、対応力不足や適性面から比較的短期間で保育職場   

を離れざるを得ないケースも見受けられるとの指摘がある。このような状況を解   

決するためには、今後、保育士の保育職場における対応力を高めていくことが必   

要である。  

したがって、保育職場での対応力を高める観点から、育児経験や社会経験を有   

する者など、多様な人材を保育職場に取り込むために、現行の保育士資格とは別   

の枠組み（衛生等の基礎的な知識の履修を義務付け）を設けるとともに、その勤   

務経験を保育士試験の実務経験として認めることにより試験受験の機会を確保す   

ること、また、今年度から検討が開始されている養成施設のカリキュラムの見直   

しにおいて、保育現場で実践的に活用できる内容の充実を図るために、過度に学   

術的な内容を整理し全体の負担を軽減するべきである。   



資料1  

次世代育成支援のための新たな制度体系の  

具体的検討に向けて   



次世代育成支援に関係する制度の現状  

6        耶  主少   

※特記ないものは平成ヨ   

短時間勤務、フレックスタイム、始業儲業時間の繰上げ・繰下げ、所定外労働の免  、性健康管理票t（轟）子ど豆霊享保亨所濡か  託児施設の設置運営などのいずれかの措置の実施を事業主に義務付け  

〕   



時間軸＝（早朝）  

保育サービスの全体像  
（深夜）  

例）9：  

保育  

2   



「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」における  

次世代育成支援関連給付・サービスの体系的整理  

平成19年12月にとりまとめられた「『子どもと家族を応援する日本』重点戦略」においては、現行の次世代育成支援  
に関連する給付・サービスについて、それぞれの給付・サービスが担っている機能に着目し、以下のように整理。   

支援の内容（典型的なもの）  

共働き家庭  片働き家庭   
親
の
就
労
と
子
ど
も
の
 
す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
に
対
す
る
 
 

育
成
を
支
え
る
支
援
 
 

（雇用政策）育児休業（給付）、短時  

間勤務制度等  

（福祉政策）保育放課後児童クラブ  

1   

支
援
 
 

（現物給付）一時預かり（現金給付）出産・育児一時金児童手当  （
対
個
人
給
付
）
 
（
対
集
団
支
援
）
 
 

健診・全戸訪問 子育て支援拠点 放課後子ども教室  

（第5回基本戦略分科会（平成19年10月）資料より抜粋）  

3   



「基本的考え方」を踏まえた具体化が必要な検討事項  

社
会
全
体
で
の
重
層
的
負
担
・
「
目
的
二
受
益
」
と
連
動
し
た
費
用
負
担
 
 

地
方
負
担
の
あ
り
方
（
不
適
切
な
地
域
格
差
が
生
じ
な
い
）
 
 

事
業
主
負
担
（
給
付
・
サ
ー
ビ
ス
の
目
的
等
を
考
慮
）
 
 

利
用
者
負
担
の
あ
り
方
（
低
所
得
者
に
配
慮
）
 
 
 

《保育サービスの提供の新しい仕組み（公的性格や特性も踏まえた新しい保育メカニズム）》  

保育サービスの必要性の判断基準（「保育に欠ける」要件の見直し）  

契約などの利用方式のあり方  

市町村等の適切な関与の仕組み（保育の必要度が高い子どもの利用確保等）  

情報公表や第三者評価の仕組み  

地域の保育機能の維持向上  

多
様
な
提
供
主
体
の
参
入
に
際
し
て
の
透
明
性
・
客
観
性
 
 

包
括
性
・
体
系
性
、
普
遍
性
、
連
続
性
の
実
現
 
 

（※ 就学前保育・教育施策のあり方全般に関する検討 → 新たな検討の場）   
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  
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《
 
 

《すべての子育て家庭に対する支援の仕組み》  

妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業、全戸訪問事業等の  

量的拡充  

質の稚持・向上  

財源のあり方   

特別な支援を必要とする子供や家庭に対する配慮を包含  

働き方の見直しの必要性  



次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた 【参考】  

次世代育成支援は、「未来への投資」や「仕事と子育ての両立支援」の側面も有し、社会全体（国、地方公共団体、事業  

主、個人）の重層的負担が求められる。  
給付・サービスの「目的・受益」と「費用負担」は連動す づきことを踏まえ、関係者の費用負担に踏み込んだ議論が必要。  

地方負担については、地域特性に応じた柔軟な取組を尊重しつつ、不適切な地域差が生じないような仕組みが必要。  

業主負担については、「仕事と子育ての両立支援」や「将来の労働力卿サービスの目的等を考慮  

担水準、設定方法等 利用者負担については、負 は重要な課題。低所得者に配慮しつつ、今後、具体的議論が必要。  
5   



5 保育サービスの提供の仕組みの検討  
・今日のニーズの変化に対応し、利用者の多様な選択を可能とするため、良好な子どもの育成環境と親の成長を支援する   

対人社会サービスとしての公的性格や特性も踏まえた新しい保育メカニズム（完全な市場メカニズムとは別個の考え方）童   

基本に、新しい保育サービスの提供の仕組みを検討していくことが必要。  

については、より普遍的な両立支援、また全国どこでも必要なサービスが保障されるよう、客観的に  

サービスの必要性を判断する新たな基準等の検‡討が必要。  

の在り方についても、新しい保育メカニズムの考え方を踏まえ、利用者の選択を可能とする方向で検討  

その際、必要度の高い子どもの利用の確保等、市町村等の適切な関与や、保護者の選択の判断材料として機能しうる  
報公表や第三者評価の仕組み等の検討が併せて必要。また、地方公共団体が、地域の保育機能の維持向上や質の  

向上に適切に権限を発揮できる仕組みが必要。  

新しい仕組みを導入する場合には、保育サービスを選択できるだけの「量lの保障と財源確保が不可欠。  
幼稚園と保育園については、認定こども園の制度運用の検証等も踏まえた就学前保育・教育の在り方全般の検討が必要  

6 すべての子育て家庭に対する支援等  

▲新制度体系における対象サービスを考えるに際しては、仕事と子育ての両立支援のみならず、  ベての子   

対する支援も同陪に重要。その量的拡充、質の維持・向上、財源の在り方を考えていくことが必要。  

i7 多様な主体の参画・協働  

t 父母、地域住民、NPO、企業など、多様な主体の参画・協働により、地域の力を引き出して支援を行うべき。  

t親を一方的なサービスの受け手とするのではなく、相互支援など積極的な親の参画を得る方策を探るべき。  

8 特別な支援を必要とする子どもや家庭に対する配慮  
・新制度体系の設計に当たっては、虐待を受けた子ども、社会的養護を必要とする子ども、障害児など  

とする子どもや家庭に対する配慮を包含することが必要。  

9 働き方の見直しの必要性・・・仕事と生活の調和の実現  
■少子化の流れを変えるためには、子育て支援サービスの拡充と同時に、父親も母親も、ともに子育ての役割を果たしうる  

が不可欠。仕事と子育てを両立できる環境に向けた制度的対応を含め検討すべき。  

以上の基本的考え方を推進していくため、今後、サービスの利用者（将来の利用者含む）、提供者、地方公共団体、事業主等、多くの関係者の  
息 見を聴くとともに、国民的議論を喚起し、次世代育成支援に対する社会的資源の投入についての合意を速やかに得ていくことが必要である。  

その上で、投入される財源の規模に応じた進め方に留意しつつ、その具体的制度設計について、国民的な理解・合意を得ていく必要がある。  
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平成20年9月18日  

保育園を考える親の会   

代表 普光院 亜紀  

「基本的考え方」と具体的な制度について  

資料：   

会員アンケート「認可保育園の直接契約化について」   

会員メーリングリスト「もしも入園申請を役所にできなくなったら」  

1 財源確保が絶対的な前提   

「基本的な考え方」にあるとおり、保育の量の拡大と質の向上をめざすので  

あれば、どのようなしくみの下でも、ダイナミックな財曝確保は、絶対的に必  

要であり、それを不可欠の前提としていただきたいと思います。また、地方財  

政への配慮も重要と考えます。（公立保育所運営費一般財源．化の影響を検証）  

2 どのような制度のもとで保育の質確保のしくみは堅固に   

保育の制度を考えるにあたり、自分で自分を守れない乳幼児の保育は、「情報  

の非対称性」の大きさ、育ちへのデリケートな影響に配慮して、質確保のしく  

みをまず整えるべきで 、そのためには、次の3つが不可欠と考えます。  

＜必要なしくみ＞  

A 最低基準 自治体の財政状況や首  

長の方針で、子どもの発達ニーズを顧みるこ  

となく切り下げられることのないよう、国が  

最低ラインを引いておくべき。  

C 行政の関与・評価・  

情報開示 子どもの権利の擁  

護、公費の使途の追跡、「情報の非  

対称性」の軽減のために、これら  

のしくみを適正化し、強化するこ  

とが必要。   
B 公費投入 事業者のイコールフッ  

ティングよりも、子どもにとってのイコール  

フッティングの視点を。  



3 どのような制度のもとでも、国の最低基準は子どものための防護壁   

苦しい台所事情のもとでは、実態は最低基準にはり付く傾向あります。基準  

の切り上げが望まれます。一般財源化の影響もあり、自治体は「下げ圧力」の  

中にあり、国は最低ラインを引き、歯止めをかける必要があると思います。  

＜現状はむしろ規制強化が求められる局面に入っているのではないか？＞  

事例）自治体の財政難から統廃合になった公立保育所。定員は130人にふやされ、超過受け入れ  

で160人が在籍。統廃合後に、待機児が発生し、今後は遊戯室も保育室にされる予定。すでに過  

密のため、ケンカやケガがふえ、子どもは安定して過ごすことができない。保育士の3分の2は  

非常勤。このうえ、国の最低基準がなくなったら、保育はさらに崩壊すると現場は訴えている。  

誰が子どもを守れるのか、考える必要がある。  

4 保育料への配慮は、重要で影響力の大きい子育て支援  

［応能負担］   

子どもの平等を考えると、家庭の所得にかかわらず、一定水準の保育を受け  

られる現行制度の恩恵は大きいと思います。これを、応益負担の自由価格にし  

た場合、家庭の経済状況によって、子どもの受けられる保育の質に格差が生ま  

塾旦ことは確実であり、これは「低所得者への補助」だけでは、修正すること  

はできません。   

また、大きな層をなす皇週直に、現在の認証保育所並みの負担を求めるよう  

な制度にした場合、少子化に拍車がかかる可能性があります。国がこのような  

制度を設けた場合、自治体では、住民の要望により、差額の部分を独自に補填   



せざるをえなくなり、その結果、保育にかけられる予算がさらに厳しくなる恐  

れもあります。ちなみに、2005年、渋谷区では、23区の標準よりも、最高階  

層の保育料を値上げし、中間層の保育料を低く（約半額）しましたが、住民の  

実態をとらえた設定ではないかと思われます。  

［価格競争］   

待機児が解消すると、保育料が自由設定である場合、保育料の価格競争が激  

しくなると想像されます。それによって、事業者が過大な経営努力が迫られ、「外  

からは見えにくいが子どもの環境にかかわる部分にしわ寄せがいく」状態は避  

けなくてはなりません。これは、最低基準、指導監査・評価・情報開示の徹底  

によって、ある程度防ぐことができますが、現行制度よりも精密にする必要が  

あると思います。  

5 「すべての子ども」と「それぞれの必要性」（公費投入の範囲）   

「すべての子どもへの包括的支援」は重要なキーワードだと思います。ただ  

し、家庭により、子どもにより、必要とする支援は異なります。就労家庭には、  

安心できる長時間保育が提供されることがどうしても必要です。  

［保育に欠ける要件と入園手続き］   

認可保育所入園の「保育に欠ける」要件を見直すという提案がありますが、  

就労家庭（パートタイマーや求職中も含む）の待機児でさえ吸収されていない  

今、就労家庭の当事者たちは不安を感じています。今年は、会の中にも、比較  

的優先順位の高い「育児休業明け社員」も、認可に入園できない状況も見られ、  

早急な待機児対策が望まれています。   

また、会員アンケートや会員メーリングリストで論じられているように、就  

労家庭にとって、役所で認可保育所の入園申請をできることが負担の軽減や安  

心感につながっていること、待機児がある状況の中では、個々に入園の権利を  

獲得するために奔走することは耐えがたいという意見があることにも、注目し  

ていただきたいと思います。  

［本当に必要な子どもが入園できない逆選択の防止］  

直接契約下では、逆選択が起こりうることは、規制改革会議も認めるところ  
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ですが、公立保育所が受け皿になればいいという意見（同会議中間とりまとめ）  

には疑問があります。公立保育所が民営化されている現状、一般財源化等によ  

り公立保育所のほうが保育士の非常勤化が激しく進んでいる現状等はどうする  

のか、また、さまざまな子どもを地域で統合的に育んでいくという視点からも、  

矛盾があります。逆選択が起こらない直接契約は可能なのか、施設に受諾義務  

を課したり、入園事務に行政が介入するなどの提案も聞かれますが、慎重な検  

討が必要と考えます。  

［就労家庭以外の子育て支援］   

保育所保育指針の改定を待つまでもなく、公・民の認可保育所は地域の子育  

て支援に乗り出してきていますが、地域のその他の子育て支援も含め、このよ  

うな地域に根付いた子育て支援を大切に育てる制度であってほしいと願います。   

子育て支援の内容は、一時保育のような市場サービス化できるものもありま  

すが、体験保育、相談・助言、保護者同士の交流など、気軽にふらりと利用で  

きることが必要なものもあります。さらに、自発的にはこない保護者を支援に  

とりこんでいこうとする模索があることも念頭に置く必要があると思います。  

6 公費の適切な流れ  

［利用施設やサービスについての基準］   

公費を投入するためには、それだけの公共性を有する目的が必要であり、そ  

の目的（子どもの福祉、子育て支援）を実現する条件をそなえた施設・サービ  

スを対象としなくてはならないことは言うまでもありません。利用者補助の制  

度であっても、利用範囲を、∃瑚卜十ビスを対象  

にする規定は必要であり、それを欠けば、2で述べた保育の質確保のしくみは  

崩れ、また国民の血税が投入される先が、無制限に広がってしまう恐れもあり  

ます。   

また、単に子育て家庭に流れるお金を平等にするという考え方では、それぞ  

れの状況に合わせた支援にならず、これもバラマキに終わる恐れがあります。   

公費を投入する範囲については、財源確保を前提にし、事業者の声によるの  

ではなく、子どもや家庭の状況をとらえ、優先度の高いものから対象にしてい  

くべきと考えます。方向性の違うさまざまな思惑を総合するだけでは「実現不  

可能な大風呂敷」になってしまう恐れがあると思います。  
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［公費を子どもに届かせるためのしくみ］   

投入された公費が、真に目的のために使われるようにするためのしくみは、  

どのように構築できるのか、営利は許されるのか、慎重に考える必要がありま  

す。「ちびっこ園事件」（2001年）＊のような「野蛮な営利」はもちろんのこと、  

株式会社等が、子どものニーズよりも株主のニーズを優先させてしまわないよ  

うに、何らかの枠組みが必要ではないでしょうか。最低基準等のみで足りるで  

しょうか。会計監査を励行し、御規制・指導  

を行っていく必要があるのではないでしょうか。   

特に、保育士を育成するための雇用の継続性、雇用形態などに大きな影響を  

与える△佐里は、妥当な水準で確保させるようにする必要があると考えます。  

＊認可外のチェーン展開する株式会社のベビー ホテルで起こった死亡事故。ベビーベッド  

に0歳児を2人寝かせていたところ、折り重なって1人が窒息。同社は、各店舗に、満員  

でも「お客様」は断ってはならない、人件費率を総収入の31％未満に抑えるなどの指導を  

し、店舗ごとに売上を競わせていた。その営利追求姿勢が事故の遠因になったと言われる。  

この事故までに、同チェーンでは20件もの死亡事故が発生していた。  

［自治体への規制］   

財政のひっ迫する自治体では、すでに述べたようなダイナミックなコスト削  

減が行われる場合があります。それが、子どもの人格や発達ニーズを無視する  

保育施策になってしまわないように歯止めをかける必要があります。国が最低  

ラインの基準を設けるとともに、その費用の補助によって牒封果していく現行制  

度のしくみには、合理性があると思われます。  

7 行政の関与・評価・情報開示  

［行政の関与］   

児童福祉法24条の市町村の責任は、明確にしておく必要があると考えます。  

逆選択の防止や不適切な事業への指導などの行政の介入は必要です。現行制度  

で各都道府県が実施している認可への指導監査、認可外への指導監督について  

は、調査項目を適切な内容にした上で、結果を公表することも必要と考えます。  

［評価］  

現行の第三者評価制度の問題点については、前回も資料を提出しましたが、  
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特に、評価機関は施設をクライアントとして扱っており、利用者（子ども）の  

極孝り重視の評価をするインセンティブが働いていないことに、問題があると考  

えます。また、指導監査と役割分担をし、内容を保育内容面に特化するなどし  

て、受審料を低く抑え、普及を図る必要があります。  

［情報開示］   

情報開示は、施設のPRとは別物であることを、明確にする必要があります。  

施設内容や経営を客観的にチェックできる項目を義務化し、子ども一人当たり  

卿見・非正規などの雇用  

形態）、僻で  

開示することにより、「情報の非対称性」を軽減することができると思います。  

8 ワーク・ライフ㌧バランス   

多様な働き方を支える保育は必要ですが、働き方の是正は同時に、非常に重  

要だと考えます。   

医療関係・サービス業などの夜勤や休日勤務など、時間が変則的な働き方は、  

日中勤務者と同様のサポートが受けられる必要があると思います。一方、残業  

などの長時間労働については、社会全体の長時間労働の風土を修正し、抑制し  

ていくことが必要であることは、すでに各方面で指摘されています。   

保育のしくみを考えるとき、支援の度合いにおいて、この両者（変則勤務と  

残業等）は、区別される必要があるかもしれません。また、子どもの生活とし  

て見た場合、日中の活動（特に幼児の場合は集団活動）を保障するという視点  

も必要になります。「働き方の多様化への対応」という言葉は、少しデリケート  

に使われるべき局面になっていると思われます。  

9 その他  

［放課後児童クラブ］   

今回は、意見をまとめる時間がありませんでしたが、放課後児童クラブの整  

備も急務になっています。ある政令指定都市では、独自に行う全児童放課後事  

業（放課後の遊び場事業）があることを理由に、国の放課後児童クラブの事業  

を実施しない方向になり、このために社会福祉法人が運営する放課後児童クラ  

¶  
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ブが廃止に追い込まれようとしています（補助金がもらえないため）。地域から  

求められている事業をむざむざ廃止にする、このような自治体の施策も「地方  

分権」ではまかり通るということでしょうか。   

就労家庭の子どもは、低学年ほど、放課後に養護的な環境を必要としており、  

その条件を満たす放課後事業であってほしいと願っています。  

［最後に：認可保育所の希少性について］ （きわめて個人的見解）   

認可保育所は、経済的階層をこえて、障害児も健常児も、さまざまな困難を  

かかえる家庭も包含される統合的環境となっています。そして、子どもにとっ  

ても、保護者にとっても、このような環境の中で、相互理解を広げていくこと  

が、豊かな価値観を育むことにもつながっているように見えます。   

コミュニティ（共同体）が福祉に貢献することが期待されていますが、その  

ために必要な「共生」の価値観を育む場として、現在の認可保育園は貴重な環  

境なのではないでしょうか。   

すでに、このような価値観が失われ、保護者が純粋な「お客様」になってし  

まっている施設もありますが、親同士が子どもの育っ場を意識の上で共有でき  

ないことが、さまざまな問題を引き起こしつつあるように見えます。  

以上  
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「保育園を考える親の会」2008年会員アンケート  

「認可保育園の直接契約化について」の結果  

＊「つうしん126」に規制改革会議「中間とりまとめ」の解説記事を掲載。同号に同封したアンケート。   

「認可保育園の直接契約化について、 あなたは賛成ですか？ 反対ですか？」   

どちらかというと賛成 8人（8．5％）  

どちらかというと反対 66人（70．2％）  

わからない  17人（18．1％）  

無回答  3人（3．2％）   

回収合計  94人（100％）  

★「どちらかいというと賛成」という方のご意見   

○自治体への申し込み（現行）であっても、実際に通える園は限られており、本当に通わせたい園へ直  

接申し込む方が、選考時の～ブラックボックス〝感は軽減される気がする。ただし、これは自分の利用し  

てくれる園が、公正に選考してくれるであろうという信頼のもとに成り立つ推測（希望）。入れたい園の選  

考基準が信用できず、入園のために自宅から通える範囲を越えて走り回らなくてはならないようになる  

のであれば、すべてが根本的に間違っているとしか思えない。  

○そもそも公務員に市民を選考する権限なぞ与えたつもりはない。公務員による選考基準では、離婚  

や虐待など子どもを不幸にする保護者ほど優先順位があがる馬鹿げた仕組みになっており、広義には  

児童への福祉に反する。教育委員会の人事選考でも報道されている通り公務員による選考にはコネや  

口利きが絶えない待機児童の多い環境において保育所への入所に保護者の努力が可能となる。  

○少しでも入れるチャンスが増えるなら大賛成！  

○競争が質を向上させると思うため。  

○認可園すべてが同じというより様々な形があっても良いのでは？と思います。  

○記事（注：機関紙「つうしん」の記事）は様々な要素が入っているのに、なぜアンケートでは「認可園の  

直接契約化」だけについて聞くのでしょうか？この設問からだけの集計を政府、自治体、メディアに出  

るのは、会員として良いとは思いません。  

★「どちらかいというと反対」という方のご意見   

○現行では市町村が間に入るため、利用者のニーズが園に伝わりにくいように思うが、所得軽減や福祉  

的ニーズへの対応は、現行の方が安心。直接契約になると所得の低い人、シングルマザー、子育て支  

援を必要としている人など、本当に支援を必要としている人が使えない可能性があるように思います。ま  

た、中山間地など、人口が少ない所では、撤退の動きが出て、より過疎化が進むのではないでしょうか。  

○直接契約だと、園に入りたがっている人が多いので親は園を選ぶ事はできない。保育園側が面倒な  

子（家庭）を入れず、都合の良い、園長が好む家庭の子を入れようと思えば出来るようになる。母子家庭、  

障害者の家庭、長時間保育を必要とする家庭など、本当に困っている家庭が入れなくなるのではと気に  

かかる。  

○保育を要する子供の保育園利用については、その機会が平等にあるべきだと思うので（直接契約化  

によって、その平等性が損なわれてしまうのではないか、という心配があります。杷憂に終わるのならよ  

いのですが）  

○施設が子供を選んだり拒否したりするなどあってはならないと思う事が状況として発生する可能性は  
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避けるべき。  

○平等に入れるか、が問題。園長や職員の好き嫌いで入園できなくなるということが起こるのではない  

か？手のかかる子（障害のあるお子さん）等敬遠されるのでは？  

○直接契約では、私立園は経営上、手のかからない子供や延長保育を利用しない子供を選択するよう  

になると思う。今は、家庭の必要度に応じて、入園できる順位がついているが、コネや園長の好みで、入  

園できる子供が選ばれるようになると思う。  

○自治体で一括の方が手続きも楽だし、各園ごとだとクローズの部分も出てきて不公平が生じる可能性  

が心配なので。  

○園が面接などすると、好き嫌いで選ばれたり、落とされたりすることが起きるかもしれないから。  

O「不適切な関係」の温床になりそう…  

○複数の保育所に申請しようとすると申請に手間がかかること。措置に本来考慮されるべき点以外のと  

ころ（要素）が入ってきてしまうことが考えられ、その場合に本当に保育が必要な子が保育を受けられな  

いというような可能性があること。  

○個別に申し込みをしなければいけなくなると負担が大きい。小さい子供を連れて色々と動き回るのは  

大変。また、入所の基準があいまいになるのではないか心配。  

○保育園が決まるまで、すごい労力が必要となりそう。お受験みたいです。（今でも多少、そう思う事もあ  

り）何でも競争みたいで、ゆっくり（気分的に）子育てしたいです  

○入所のために東奔西走しなければならないのは、その時間がない者にとって大きな負担であり、不公  

平、ナンセンス。  

○直接契約になった場合、入所基準、決定などについて、公平が保たれるかどうか疑問に思う。  

○平等ではなくなるのでは…  

○コネが働いてしまう。入園の基準が暖昧になる恐れあり。  

○入園基準が園によって異なるようになるのは非常に不安。  

○待機児がいる地区ですので、公平に入所要件の判断を下すところが必要。わざわざ何囲も“交渉す  

る”のは大変。（“見学”はもちろん何件でも出かけますが）  

○介護保険で、実際に大変な思いをしているので、これをモデルにして同じようになっては困ります。  

○格差が広がるため。  

○保育の格差が広がる。公平性が保てない。弱者が落とされる恐れがある。  

○あまりよい噂を聞かない。良いところはよいが，悪いところは悪くなる，という格差があると思う。  

○女性の雇用条件が男性に比べて悪く、正規雇用を望んでも非正規で働かざるを得ない人もまだ多い。  

各自の負担で保育の質が選択できるシステムは豊かな人には有利だが、簡単に「安かろう悪かろう」の  

囲も産んでしまうと思う。「福祉」の視点を守ってほしい。  

○結局、富裕層が良い思いをして、社会的弱者がますます排除されていくのでは？という危機感があり  

ます。また、園と親との力関係も変化して「共に育てていく」という協力関係が崩れてしまうのでは？とも  

危慎しています。  

○私は、いつでも誰でも（お金があっても、なくても）入れる保育園を望んでいます。それに逆行していま  

す。  

○直接契約のベースになっているメリット（お上の方から見た）が絵に描いた餅で、結局現状の改悪にな  

る嫌な予感が強い。福祉、保育は社会全体の方向と別にはならない。今の社会の方向は弱者切り捨て、  

効率優先だから…  

○良い保育園を選ぶのに、時間や労力をあまり、使えそうにないことと入園の基準が曖昧になりそうなの  

で。また補助金などと違い、保育料やバウチャーで得たお金がどう使われるか分からないのも、保育士  

の待遇が悪くなり、定着率が下がるなどの不安がある。  

○・公正な入所選考をしてくれればよいのですが不安  

・保育料の問題  
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・保育士の質の低下の懸念  

○直接契約する保育園があってもいいとは思うが、保育の質を片寄らせない（例えば早期教育、習い事  

などの）ためには、今のやり方で良いと思う。選択できるほど保育所の数が増えるとは思えない。  

○現状、都市部では待機児が多く、親が保育園を「選ぶ」ことが実質的に機能していない需要バランス  

の下で直接契約制にしても、親にも子にもプラスになると考えられない。  

○サービス向上の効果よりも副作用の方が強く出ると思います。そして、「利用者の視点に立ったサービ  

ス」と想定しているものが、子供の福祉向上とは、ずれているように感じます。  

○保育事業を、完全に民営化させるのは弱い者へ（子供たち）ひずみとマイナス面と背負わせることに  

なる気がする。  

○コネ中心になってしまう事態、過度の競争をまねく事態、などを懸念します。  

○せっぱつまって必要としている親にとって、サービスをちらつかせて直接契約をする形態は、私が知  

っている暖かい保育支援とは異質に感じる。きれいごとと言われても、この分野でのサービスを親が選  

ぶ方式は好ましくないと思う。  

○“保育サービズ’の基礎部分ば‘公”で賄うべき部分、地域を違えても同じサービスが受けられ“ナショ  

ナルミニマム”を目指すべきと考えます。直接契約化の動きは、結局のところ 歳費を削ること＝公の金を  

かけないこと と 自己責任、自己決定の流れに乗っかることになるので少々危倶を覚えます。  

○なぜ、今それをしなければならないのか、私たち保育園に子供を預けている親子にとってのメリットを  

全く感じられない。児童法の精神がまだ実現されていないのに、そんな事をして何になるのかすごく疑  

問。  

○反対につきる！子供側から園の対応の良し悪しを聞けないし（まだ小さすぎて）、福祉に市場主義  

（直接契約＝公平性がなくなると考えているので）を持ち込むことはマイナスになることはあってもプラスに  

はならないと思うから。  

○市場化の 一環だから。入園の透明性がなくなるから。  

○①営利部分：処分が自由になれば、支出を減らす方向に。遊具やおもちゃ、折り紙から遠足の回数ま  

で影響が出そう。②保育料：低所得者はどうなるのか、少子化に拍車？③①に関連して：評判を気に  

してマイナス面を隠そうとするようになる。  

○乳幼児の子育てを安心して保育園に任せて仕事に行けるようにするためには、利用者（というか、親）  

ニーズ迎合よりも子供の福祉を優先する観点から制度を整えていかなくてはならないと思う。直接契約  

制は入園時の利便性だけで、その後の子供の福祉という点まで保障していないのではないか。質の後  

退を懸念する。  

○子供の育ちより親の都合の優先度が高まってしまうのが心配。  

○規制緩和、一般財源化、産業化と同時進行する直接契約化には、賛成できない。子どもの発達ニー  

ズから必要なことを先におさえ、その上に制度を築くべき。また、保育の福祉的ニーズが拡大している現  

状において、直接契約はむしろ子どもの福祉を後退させるリスクが大きい。  

○モンスターペアレントが増えている中、園と直接にするとトラブルが増えそう。園は園で方針などで、親  

を選びそう。益々園に入る事ができなくなりそう。幼稚園みたい…  

○・直接契約＝消費意識が強くなる＝保育・福祉ではなく「サービスを受ける」という感覚に親がなる＝モン  

スター親化が進む。  

・なんか事故がおきても直接契約＝自己責任＝区、都など行政責任はどこに？？？今でも責任をとりた  

がらないのに、益々ひどくなる。  

○ただでさえ、「お金を払っているんだから当然」という感覚の人が増えている。実際には福祉はお金以  

上の措置をしてくれているのだが、直接契約になれば、本当に金次第、子供にもそれが伝わって肩身  

の狭い思いをするのは嫌です。行政側も、責任感が薄れていくことになりかねないと思います。介護の  

世界を見れば、営利と福祉は両立し難いことがわかります。  

○保育サービスが競争やお金もうけになっていってしまうのではないかと心、配です。娘の園は民営化さ  
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れた後「先生方が笑顔で挨拶してくれる」「お迎えがギリギリだったり、ちょっと遅れても怒られなくなっ  

た」と好評です。延長保育が気軽に受けられるのも利点のようですが。利便性ばかり目立ち、肝心の保  

育の質はギモンです。先生方も年間10人近く退職して入れ替わりが激しいです。子供のケガや病気に  

気付けるベテランがほとんどおらす、38度以上の熱があっても気づかれない事が年に3回もありました。  

これ以上子供達に負担を強いるのは気の毒です。   

○私の地域の私立認可園はほとんどが、園との直接契約ができるようになっている。よって働いていなく  

ても、固が認めれば入園させてもらえる。下に兄弟ができて、幼すぎて働きにくい場合、直接契約で入  

園できる為、助かる。が、すべてが直接契約となると、入園の基準があいまいになり、不公平が出てくると  

思う。前の私立園では、直接契約の園児が多いように感じた。役所では直接契約の園児の名簿は把握  

していないようだし、どういう扱いになっているのか疑問です。ある園では役所の検査がある日に、子供  

の靴を靴箱から出し隠して、子供も隠して、人数をごまかしていたようだし、直接契約の園児の人数すら、  

役所は知らないのでは？（確認した事がないので分かりませんが）こういう事からも園の直接契約ですべ  

ての園児が管理されれば、益々、グレーな部分が増加してしまう気がします。  

○行政が保育ニーズの実情をキャッチできなくなるのではないか？待機児童の分布なども把握できな  

くなるのではないか？保育の差により金額が設定され、平等な保育が保障されなくなる不安がある。行  

政から直接契約のメリットについて、説明をきいてみたい。  

○各保育園にお金のからむことまでさせるのは負担だと思うので。現状でも保育料の未納は少なくない  

ようなので、集金は大変だと思います。認可保育所は営利を目的としないで運営していただきたい。  

○保育園自体、そういう対応をしていくのは難しい。園には、保育をする人手で目 一杯で、事務的な事  

までは対応しきれない。公立園は、それほど差がない（保育内容など）ので、現行の方法で十分。公平  

に入園する為にも、直接は難しい。（障害児など）ビンボー人は入所できない？公平性を保つ為には、  

窓口は1ケ所の方が良いと思う。  

○私は保育士なので受ける側になりますが、公的な機関が間に入っているからこそ大きなトラブルにな  

らずいられると思う。幼稚園と違い利用目的や保育料の違いが生じるので入所の可否に対して様々な  

感情が沸くと思う。又、私達は、これまで‘保育’が業務であったが、どうなってしまうのかと不安である。  

例えば保育料の未納が起きた時は？一番振り回されるのは、子供になってしまうと思う。保育買うもので  

はない。現状を不公平と盛んに言っているが、直接入所になったら、それこそ公平性を保つことはでき  

ないのでは…。今は育児困難な要支援の家庭が緊急で入園してきたりしますが、そういう子は、全て公  

立へ？家が遠くても何でも公立へ．？大人の思惑で子どもが振り回されることになりかねず、本当に不安  

です。  

○保育園に直接申し込み出来る事がいいことなのか？わかりません。  

○普光院さんの解説（注：機関紙「つうしん」の記事）を読んで気になる点や心配な点がいくつもあった  

ので安易な規則改革はやめで慎重に議論しながら決めていって欲しいと思いました。  

「わからない」という方のご意見  

○育児（保育）をビジネスライクにどうしてもわりきれない。  

○うちの園は寺で正直なところ、市ではなく園長のコネで入所している人達がいます。人気圃のため、  

倍率はかなり高くなるため、もし、直接契約となれば、様々な「条件」をつけて家庭を選別することが予  

想されます。そうしたら、必要な家庭ではなく、熱心な親の家庭が入園することでしょう。そういう囲もあり  

かとは思いますが、（言わば、私立幼稚園のお受験と同じ）必要な家庭の受け皿も確保することが前提  

ではないでしょうか。  
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○運用がどうなるか次第  

○私立なので…。ただ、自由に物申せないカンジにはなりますねえ－‥・  

○普光院さんのコメントに「役所が家庭や子供の状況から公正な入所選考を行ってくれることを望んで  

いるとありましたが、その役所の選考自体が現時点では全くのブラックボックスで、必ずしもフェアに行わ  

れているわけではないのが現実です。「親の会」の方々はマジメな方ばかりでそのような人はいないと思  

いますが、私の知り合いでも複数の人が議員のコネや書類の改ざんなどで入所しましたし、私が落選し  

た時には、なんとかコネを模索するようアドバイスしてくれた人もいました。役所は「個人情報保護法」を  

盾に入所選考に関する情報は→切開示してくれません。とは言え、直接契約方式を導入したからといっ  

てフェアな選考が行われるかといったらそういうわけでもないでしょうし・・・正直どちらが良いのかわかりま  

せん。  

最近話題の新書「貧困国家アメリカ」を読み、アメリカで医療や福祉教育の現場で民営化が進んだた  

めに行っている悲惨な状況知り、やはり保育でも民営化は進めるべきではないのか、と感じました。しか  

し、もし、規制緩和が実施されていなければ、私の娘が通う認証保育所も存在しなかったわけで、そうな  

ると私も泣く泣く仕事を諦めざるを得なかったのだ‥・と思うと「民営化反対」という立場には立てません。  

保育の質の低下を招かないよう自治体がしっかりと監視し、所得や家庭状況などに応じた保育料の設  

定は維持し、ハンデのある子供も必ず入所できるような制度であれば、民営化も仕方がないのか…と思  

ったり。あるいは、認可保育園の保育料の値上げを考えるべきかもしれません。認可に入れた－〉一部のラ  

ッキーな人たちとそうでない人たちとの間の格差（保育料や受けられる保育の質の面で）があまりにも大  

きい。なんとかならないものかと悩みますが、我々団塊Jr世代がガマンすれば、あとは急速に少子化が  

進み、ニーズも減って保育園不足も解消されるかもと思ったりもします。  

○現在2才で園に通っているが、まだ当事者としての実感がわかないのでわからない。  

○一人目が生まれた時は、入れる“確約”が欲しかった。ので直接契約が良かった。ほぼ、フルタイムで  

働いていれば、保育園に入れる環境なので（恵まれてます。）今は、区が一定基準で選別するのも合理  

的だと思います。  

04人目の入園申請をしに区役所に行った時、「上の兄弟が入園しているから同じ保育園になるとは限  

らない」と言われてケンカしました。上の子は学童、中2人は私立保育園、4人目が別の園では気力、体  

力共にもたないと言いました。保育園に申請なら、もう先生方も知っているし、そのような事は絶対ないと  

思います。ただ、1人目の時の事を考えると、保育園も先生もわからない事だらけで、かえって、何処に  

も入園できないかもしれません。過ぎてしまった事なので、この制度に賛成か反対かと聞かれても、やは  

り、わかりません。  

賛否には「無回答」だった方のご意見  

○簡単には賛成とも反対とも答えられない。  

【■「還   



「保育園を考える親の会」2008年会員アンケート  

「認可保育園の直接契約化について」の結果 ＜自由記述の概要＞  

＊下線は特に多かった意見  

く「どちらかというと賛成」という方の意見＞  

新しいしくみへの期待、現行制度への不満  

→役所の選考でもコネが横行しているのでは？   

→入園に保護者の努力が可能な制度がよい   

→サービスの多様化や競争に期待   

→直接契約のほうが供給をふやせるのではないか？  

＜「どちらかというと反対」という方の意見＞  

入園にかかわる不安  

→［逆選択への不安］より必要な子どもが入園できなくならないか？  

＊障害児、困窮家庭、子育て不安家庭などの福祉的ニーズを切り捨ててはならない   

→［入園］選考を公正にできるか？  

＊必要度による選考のもとに就労家庭などの保育を保障する必要  

→入園のための手続きや努力の負担が増大するのでは？  

＊自治体が一括したほうが保護者の負担が少ない  

保育の質にかかわる不安  

→子どもの平等が損なわれる、格差が拡大するのでは？閻こより質の差が生  

まれる）  

→競争によるコストの圧縮で保育士の定着率が悪くなり、質が低下するのでは？  

→保育内容で選べるほど供給過剰にはならないのでは？  

→保護者を意識した競争により、偏った保育（早期教育等）がふえるのでは？  

→行政責任が小さくなり、何が起こっても保護者の自己責任になるのでは？  

保護者と園の関係が変質することへの不安・園の事務が増大することへの懸念  

→消費者意識の助長により「ともに育てる」関係から遠ざかるのでは？  

→園の事務がふえることの悪影響があるのではないか？  

（以上、普光院による抽出）   



「保育園を考える親の会」メーリングリストから（2008年5月）  

「もしも入園申請を役所にできなくなったら」   

保育園を考える親の会のメーリングリストでは、いろんな話題が交換されています。「直接契  

約」についての制度論は、多くの保護者にとって難解ですが、ある日、こんなことが話題になり  

ました。  

○普光院からの質問   

今日、育児雑誌から入園ノウハウについての取材を受けていて、ふと思ったのですが、もしも、  

認可保育園の制度が、直接契約になったら、入園申請は、結構たいへんかもしれませんね。   

今は、認可保育園は市町村の事業で、入園の契約は保護者と市町村との間のものなので、入園  

申請も役所に行けば、複数の園に希望を出せて、希望と優先順位に応じて選考され、入園する園  

が決まります。   

もしも、今、これが直接契約の制度になると、保護者は、自分で施設をめぐって、認可保育園  

も認証保育所もいっしょくたの中から、質やら保育料やら利便性やらを天秤にかけながら、園を  

選び、自分で、各園ごとに申請することになるのでは？？   

今のように、申請者の「保育に欠ける」度合いに応じた優先順位を細かく審査して入園を決め  

るなどということを、保育園自身がすることはできないので、どうなるのでしょう。保護者は情  

報を集めて、ぬかりなく行動しないと、とんでもなくソンをすることもありそうです。   

直接契約については、いろんな制度上のご意見もあると思いますが、そのことはあえて論じな  

いとして、役所で入園申請ができなくなったら、どういうことになるのか、という点についてだ  

け、ご意見をお聞かせいただけるとうれしいです。  

OAさん：公平性が失われるのでは？   

公平性が失われるのではないかと懸念します。本当に保育が必要な方であるかというよりも、  

その園の担当者とどういう関係であるかにより入園が決まってしまうような気がします。  

OBさん：保護者も園もたいへんでは？   

ものぐさの私は、「複数の園にいちいち申請をしなくてはならない。めんどくさ！」というた  

だ一点。   

私は第7希望の囲まで書いて申請しましたが、（結局第2希望の園に決まりました）それは一  

枚の申請書で園の名前だけ書けばいいからできたことです。7つの園に全部出すとなれば、書く  

手間ももちろんですが、就労証明を7つ出してもらわなければならず、会社に負担をかけます。   

また、園の方でもそうです。現行でも「競争率10倍」という認可固はいくらでもあります。  

単純計算して、30名定員で10倍の競争率ということは、園は300名からの書類を受け付ける可  

能性もあるわけで、就労の確認などをいちいちとりながら選考していくのは、膨大な事務作業に  

なるはずです。   

介護保険の「ショートステイ」サービスの場合、多くの施設が利用希望月の2か月前の月はじ  

めの一日に一一括で予約をとるのですが、予約がとれないことも考え、実際に申請作業にあたるケ  

アマネさんは複数の施設に申込みをせねばならずとても大変だという話を聞いたことがありま   



す。これを保育園に置き換えると、膨大な申請を受け付けて、ようやく入園人数を確定したのに、  

ふたを開けてみたら辞退者続出で再募集が必要になる… といった事態も完全に否定すること  

はできません。  

OCさん：中学受験並みのたいへんさ？   

申請は一つで順位をつけるか、複数申請が可能かによって、様子は様変わりすると思います。  

前者なら、手間は変わらず、ただ、認証を滑り止めにするのは困難になるため、順位の選択は今  

より大変になると思います。後者なら、それぞれの所で優位な人は合格をいくつも勝ち取り、キ  

ャンセルされた方の分の繰り上げがあり、またそれによりキャンセルされた方の…というのが何  

サイクルか続くため、現場は大変そうですね。（そんな事務量があるなら、子どものために使っ  

て欲しい！）   

また、締め切りや発表や申し込み期限を 一律にするのか、それぞれに任せるのかで随分様子も  

変わるので、綿密な計画が必要ですね。もしも、それぞれに任せるなんて事になったら、それこ  

そ中学受験並（結構大変！）と感じました。日々の出願情報をホームページで公開していただかな  

くては！  

ODさん：ぬかりなく行動できる者に利益   

結論からいうとあまり手間は変わらないように思います。   

私の場合は徒歩でいける範囲が2園しかなかったので、2園とも見学に行きました。その際に、  

申請書類をもらってきたり、申請書類を提出すればよいだけのことではないでしょうか？ 書類  

だけなら郵送でも受け付けるようにすれば、何度も足を運ぶ必要はなくなります。行政区域が広  

いところでは、最寄の保育所に直接申し込むほうが簡単というケースも多いのでは？   

手続き上の混乱を避けるために、次のようなことは予め配慮があって欲しいです。  

・申請時期の統 一   

一定の統一期間を設けるように申し合わせがあればよいと思います。複数固に申し込んで、複  

数で合格になって辞退者が続出したり、逆にどこにも合格にならなかったりという悲劇を避ける  

ために、申請時期を1期、2期ぐらいに分けてもいいかもしれません。  

・申請書類の統 一   

統 一申請書式や統 一契約書を。業界団体で標準契約書を作成することで悪徳業者を排除し、業  

界の信頼を守るというのはどの業界でも行なわれています  

・申請書の福祉事務所での一括配布と郵送での受付   

福祉事務所でなく社協でもいいのですが、どこかで 一括で各保育所の申請書類や案内書類を扱  

ってもらえると便利です。私立幼稚園では安易な申請を排除するために申請書の持参が義務付け  

られているところが多いですが、保育所の場合は働く保護者に配慮して郵送を受け付けてもらえ  

たら助かります  

・倍率の公表   

本市では福祉事務所でどの保育所に何人申し込んでいるかがわかるようになっています。それ  

で倍率とにらめっこしながら、どの保育所を第1希望にするか皆さん悩んで決めています。直接  

申し込みで倍率が分からなくなると、人気の保育所だけが極端に倍率が高くなって他が定員割れ  

ということもありえるので、倍率の公表の義務付けはしないといけないと思います。   

その他、年度途中での欠員状況なども公開を義務付け、不公平のないようにすることは法制上  
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可能だと思います。   

自治体が子どもの保育欠ける優先度を決める権限を持つ現行制度は、保護者がいくら情報を集  

めて、ぬかりなく行動しても、とんでもなくソンをすることもある制度ですから、情報収集やぬ  

かりなく行動する保護者にとっては直接契約のほうがソンになるということはないと思います。  

OEさん：その条件を満たすのは現行制度・・・   

義母が介護保険の対象となり、ほぼ5年になります。介護保険は自治体により保険料はもちろ  

ん運用も異なりますから、あくまでも私の区とその隣接区程度の現状ですが、Dさんが書かれて  

いる上記の内容は、どれ一つとして介護保険では実現されていません。   

ショートステイの申請時期の違いに苦労し、申請書類のみならず、医師の診断書の内容の違い  

に苦労し、それぞれの施設に提出しなければならず、（書類をもらうのさえ、ケアマネのみ可と  

予約は家族も可で正式書類はケアマネと、これまたいろいろ）そこまでしたのになぜ今回は落と  

されたのかわからずに落胆し、という経験をもつ私には、この条件がすべて満たされるというの  

は、結局、現行制度ではないのかと思ってしまいました。  

OFさん：本当に保育が必要な家庭が入園できるように   

直接入所契約になれば、「保育に欠ける」という要件を満たせば、認可園は入所者を選べるわ  

けで、同時に他の認可園との同時申請でキャンセルが多くなり「定員空き」になってしまうとい  

う事態は避けたいと考えると思います。   

この条件と似ているのは、人気のある幼稚園、幼稚園の定員が足らなくなっている地域の幼稚  

園ではないでしょうか？ そのような状況でよく聞くのは「先着順で入園を決めるので、申請日  

の前夜から親が徹夜で並ぶ」「兄弟が入園していたなどのコネで入園が決定される」などという  

ことです。僕の住んでいる市では、幼稚園が徹夜で並ぶことを禁止していて、「近所の迷惑にな  

るので朝から並んでください」という園側の要請をまともに聞いていたら、掠被りの親が多数で、  

入園できなかったという悲劇もあったと聞いています。   

直接入所になれば、園側だって入所家庭を選べるわけで、「第一一希望の家庭を入所させたい」  

「安心できる家庭を優先したい」と思うのは当然のことだと思います。考えすぎかもしれません  

が、第二志望・第三志望以降で入所した家庭を無意識に差別するということもありえないことで  

はないと考えてしまいます。   

すでに入所申請受付は保育園でもできるという建前（現実には進んでいないかもしれません  

が）があるわけですから、直接入所になれば手続きが簡単になるとは僕は思えません。   

そして、なにより（あらゆる意味で）必要度の高い家庭の子どもが優先されなくなってしまう  

という危険性を心配してしまいます。  

OGさん：直接契約の入園、体験しました   

Fさんが書かれていたようないわゆる人気幼稚園の申請。私の地域では何年も前からそうです。  

夫も仕事を休んでもしくは仕事の帰りから並ぶそうです。つい最近聞いたのは2日ほど並ぶとか、  

申請書を手に入れた者だけが入園だそうなのですが、逆に定員割れしている幼稚園もあります。   

「直接契約」実は2度経験しましたが、嫌な思いばかりが先に思い出されます。1度目は私立  

認可園での直接契約（自由契約）で、2度目は家庭保育室（認可外）です。   

とにかく子どものことよりも、親の勤務状況や収入額を真っ先に質問され、保育料金のお話が   



メインだったのです。それと契約期間の問題。入園しても2・3か月で転園されては困る、特に  

0－2歳の時代はわが子の入園のために、保育士を増員するんだから…と言われました。   

直接契約が当たり前になってしまったら、園側の審査も大変でしょうけど、不正入園のような  

状態もたくさん出るでしょう。そして学校給食未払いみたいに、料金支払いの念書や保証人を立  

てるとか、子どもの生活の前に「お金トになるでしょうね。  

OHさん：保育の質を入園前から見抜くのは難しい   

もし、直接申し込むようになったら、情報をたくさん集めたり、入園のために時間とエネルギ  

ーをたくさん掛けられる人が有利になるのでは、と思います。これは、働く親にとってはかなり  

の負担。   

どういう保育園が良いかは、入ってみてしばらく経たないと分からないし、逆に、過去に保育  

園とトラブルを起こしたような人が「あそこはひどい」と情報を流せば、良い保育園なのに敬遠  

されてしまうかもしれません。選ぶときに、親の利便性を重視されるような気がするし。   

私の通っていた保育園は、駅から少し遠いので年度途中でも比較的入りやすかったのですが、  

駅前のマンションに住んでいるのに、わざわざ自転車で10分のその園に通わせ、結局そのまま  

二人を卒園させる人もいます。たぶん、最初は空きが出たら駅前の保育園に移ろう、と思ってい  

たかもしれませんが、通ううちに気に入って、そこがベストの保育園になったんだと思います。  

本当に良い保育園って、ひと目で見抜くのは難しく、時間が経つにつれて「じわっと」良さがに  

じみ出てくるようなものじやないでしょうか。   

たとえ基準があっても、受け入れる保育園が直接入園者を選別するようになると、保育園にと  

って都合の良い親子が選ばれてしまうと思うし、申請受付と審査という業務が通常の保育の妨げ  

になるでは、とも感じます。  

01さん：乳児をかかえて大混乱？   

もしも入園申請を役所でできなくなったら、という話を保護者の会合で話したら、なんだか、  

入学試験と同じくらいの大変さになるね、というため息が出ました。   

数園に願書を書いて、提出して、結果を確認して、どこに行くか決めるということになるので  

すよね。しかも、全部落ちる人、全部受かる人などさまざまで、いずれにしてもその数ヶ月は近  

所を走り回らなくてはならず、しかも乳児を抱えていて、復職の準備もあるわけで、考えるだけ  

でもぞっとします。   

実質的には選択できるだけの数が用意されていないわけですので、またもや市場化のための策  

の1つに保護者が翻弄される、という図式ではないでしょうか。   

それから、私立認可園内で、子ども数人がけがをした場所があり、危険だと話した保護者が、  

園長から「嫌なら他の圃に行けばいい」と言われたケースを聞いています。結局、その方はいろ  

いろやりあった末に転圃しました。各園との契約になれば、固が契約解除をかざすことが増える  

だろうことは言わずもがなでしょう。   

（以上、「保育園を考える親の会」会員メーリングリスト 5月28日－6月2日より抜粋）  
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第1回次世代育成支援のた  

めの新たな制度体系の設計  

に関する保育事業者検討会  資料4  

平成20年9月29日  

平成20年9月5日  

次世代育成支援の社会的基盤の整備への意見  
社会福祉法人全国社会福祉協議会  

全 国 保 育 協 議 会  
全 国 保 育 士 会  

1．すべての子どもを対象にする「基本的考え方」を支持する  
O 「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方」（以下   

「基本的考え方」という）は、すべての子どもの健やかな育ちを「未来への投資」   

とし、保育・子育て支援サービスから要保護児童の社会的養護体制まで、質の確保   

と量を拡充する新制度体系を構築するとしている。  

○ 新しい制度体系の構築にあたっては、質の確保と量の拡充の必要性のバランスを   

勘案すること、良好な育成環境を実現させるため保育環境や保育従事者の労働条件   

の改善等に国、地方公共団体に相当額の財源が必要であることとする考えを支持す   

る。  

○ 全国保育協議会（公私21，000の保育所を会員とする）、全国保育士会（18万人   

の保育士を会員とする）は、「基本的考え方」の方向性に認識をともにしている。   

また全保協は、「すべての人が子どもと子育てに関わりを持つ社会の実現」との将   

来ビジョンを掲げ事業活動を進めており、その理念は「基本的考え方」に連なる。  

2．国の大規模な財政投入が必要である  
○ 国が、児童福祉法第2条の公的責任のもとに、地方公共団体とともに今日の子吉   

ち・子育てニーズの質量の多様化・増加に応えるための次世代育成支援策を拡充す   

る整備計画をはかり、それらを確実に実現していくことを期待する。  
○ エンゼルプラン、新エンゼルプラン、子ども一子育て応援プランでは、計画実現   

に十分な財源が確保されなかった。少子化・次世代育成支援対策が待ったなしの現   
状下、国の「英断」による大規模な財政投入を期待する。  

3¶ 保育は子どもの発達保障のセーフティネットである  

○ 保育は児童福祉のセーフティネットの要である。国が子どもの健全な発達保障   

を実現することはナショナルミニマムとして必要不可欠なことである。  

○ すべての子どもを対象にする保育■子育て支援サービスの整備と水準確保には、   

相応の時間と財源確保が必要である。その過程においては、国として適切な利用   

と優先順位の調整をすることが不可欠であり、あわせて今日的な保育の利用条件   

の範囲を拡大していく必要がある。  

○ 現在、保育・子育てサービスに地域格差が生じている。生まれ育つ地域の地方公   

共団体の財政等による格差を、国の改善方策をもって利用の機会均等と質（水準）   

を保障すべきで、そこに地方公共団体の責任と役割を堅持することが不可欠である。  

4．保育制度への市場原理導入等は反対する  

○ 規制改革会議や地方分権推進委員会等は保育制度への市場原理導入（直接契約、   

直接補助方式）や保育所の最低基準の地方公共団体への委譲等を提示したが、国の   

責任で築いてきた公的な保育制度の基盤を崩し、後退させるとの強い危機感のもと   

に、断固反対する。  

O 「未来への投資」とは、今日的に次代を担う子どもの発達保障を第一義に考える   

べきこ とであり、労働力確保だけの政策ではないことを強調されたい。  

○ 規制改革会議「中間とりまとめ」では、「障害児や低所得世帯の児童の受入れを   



拒否するのではないかといった懸念が持ち上がるが、そうした状況を回避するには  

セーフティネットとして公立保育所の位置づけを明確化し、障害児保育の実施や低  

所得層の優先入所等、受入体制の整備・強化を進める」とあるが、保育の利用の機  

会均等を特定化するものであり、反対する。  

5一 「子ども」を主体とする保育の質と量の整備が必要である  
○ 新待機児童ゼロ作戦の検討において、保育制度の「利用者の立場に立つ改革」の   

必要が強調されている。保育の利用は「子ども」が主体であり、保育制度には子ど   

もの最善の利益を追求する使命と役割があることをあらためて明確にされたい。  

○ 未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会を実現するためには、子どもの育つ   

権利を保障する保育・子育て支援サービスの今日的・社会的な意義を明確にし、新   

制度体系による質・量の整備をはかることが重要である。こうした政策実現への国   

民の理解と支持を得る必要がある。  

6．保育の環境の質的改善が不可欠である  
○ 保育所では212万人余の子どもの育みに対応している。特に都市部等では待機児   

童対策のため入所定員以上（125％）の子どもを受入れ、11時間を超える保育の長   

時間化、3歳未満の乳幼児保育、病児暮病後児や障害がある子どもへの保育、また   

保護者への支援などと、求められる役割、機能が多様化、深化している。  

○ また家族の関係性が変化するなかで、保育所等を地域の子育て支援等の拠点に位   

置づけ、子育て・家族関係を支えるソーシャルワーク機能を有する相談一支援体制   

を強化することが求められている。  

○ しかし、今日的な保育ニーズの質量の変化に応えようにも、保育現場はもはや努   

力の限界にある。特に、保育の担い手である保育士等が安心して働き続けられるた   

めの職員配置の改善、保育士等の育成・研修の充実および労働条件等の整備が緊急   
的な課題である。  

0 60年間改善されてない最低基準についても、子どもの育ちに必要な保育所の環   

境と機能面から科学的に立証し、国の責任のもとに改善・整備していくことが重要   

である。  

7．後期行動計画の実効ある実現のためには財政投入が必要である  

○ 子どもはおとなや社会のなかで育つ。保育所は地域と住民の生活の営みに密着し   

た子育てを支える社会的な組織で、保育所の集約性には限界がある。  

○ 今日的には、都市化・過疎化にあって地域でのコミュニティ再生の役割をも担う   

社会的資源として、保育所の適切な整備と機能強化が必要である。  

O 「基本的考え方」に「地方公共団体の適切な関与の下で、誰もが、どこに住んで   

いても必要なサービスを選択し、利用できるよう」とある。画一的な行動計画にな   

らないよう、後期行動計画は潜在的な保育ニーズ等も参酌し、地域の質・量に適し   

た計画内容とすべきある。国が示す調査基準等にそって、地方公共団体が確実に検   

証し、実効性のある行動計画を策定する必要がある。  

0 1万余の公立保育所への一般財源化は、非正規保育者の急増や保育費の削減等、   

保育の実施に対し困難をもたらしている。公立保育所の問題は地方公共団体（行政）   

の課題であり、改善が必要である。「誰もが、どこに住んでも、必要なサービスを   

選択し、利用できる」とするなら、それを実現するための地方公共団体への財政政   

策が必要である。  

○ 虐待を受けた子どもなど社会的養護を担う児童福祉施設等の最低基準や措置費   

の改善は喫緊な課題である。児童福祉法等の一部改正法案の早期成立と附帯決議に   

そって国において次世代育成支援策において総合的に体系化し、整備を実現された   

い。   
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「これからの保育所の機能」  

社会福祉法人 全国社会福祉協議会  

全 国 保 育 協 議 会  

1．はじめに   

（1）「これからの保育所の機能」を検討する必要性   

全国保育協議会（以下「全保協」という）は、50年以上にわたり子どもの育ちを支えてき   

た認可保育所の全国組織として、平成18年10月に「わたしたちのビジョンとアクションプ   

ラン（全保協の将来ビジョン）」を公表し、「すべての子どもと子育て家庭を対象に、子育ち   

と子育てを支える社会をめざして」という基本理念にもとづき事業を展開してきた。あわせ   

て、各会員保育所に対しても全保協の将来ビジョンに基づいた保育所の事業計画およ   

び実行を呼びかけてきた。  

現在、保育をめぐる状況は大きく変化してきている。近年の待機児童への対策にあわ   

せ、少子化の動向を踏まえて、各保育所においてすべての子どもと子育て家庭を対象に、   

子どもの育ちと子育てを支えるために、「これからの保育所の役割・機能のあるべき方   

向」を考える必要が生じている。  

（2）保育をめぐる状況  

わが国においては、少子化対策が国の最重要政策課題に位置づけられている。   

2005年に109万人であった出生数が2030年には70万人、2055年には45．7万人に   

下がるとの推計もあり、少子化が将来の社会構造の存立基盤を揺るがすような問題   

となっている。子どもの数が減っている一方で、家庭や地域の養育力が低下してき   

ており、乳幼児の育児において不安や孤立感をかかえる保護者が増加し、子どもの   

育ちに対する課題や被虐待児の増加などが指摘されている。政府では、こうした情   

勢を踏まえ『「子どもと家族を応援する日本」重点戦略会議』等で、少子化から働   

き方の問題まで幅広く、すべての子どもと子育ての家庭を社会全体で支えていくと   

の基本的な方向性のもとに、総合的な少子化対策等の検討をおこなっている。  

地域に密着する社会福祉法人・児童福祉施設である認可保育所をめぐる環境変化   

としては、地域間や保育所間での格差等が広がっていることも指摘されている。今   

後、とくに地域での人口の流動性を考えながら、待機児童対策とその後の定員割れ   

などの両面を視野に入れた施設経営、運営管理などを検討することが必要となって   

きている。  

検討が進められている新たな保育所保育指針は大臣告示として位置づけられ、規   

範性をもたせることになっている。 平成21年4月の施行に向け、今後、指針の解   

説書も含めて、保育の質の向上のための具体的な検討がすすめられるが、保育所に   

おいては新たな指針の理解促進と保育実践のための取り組みが必要である。  

また、教育基本法や学校教育法が改正され、幼稚園の教育機関としての位置づけ   

がより明らかにされた。さらに、政治の場では幼児教育の無償化の議論もある。こ   

の機に、「保育所における保育＝「養護と教育」」の特性の明確化とともに、子ども   

の育ちの連続性から小学校との連携のあり方等について、具体化をはかる必要があ   

る。  

次世代育成支援行動計画は、平成22年に向けて後期計画の検討が開始されるこ   

とになっている。 子ども・子育て応援プランの見直しと、市町村合併後の課題整理  
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などの動向を踏まえ、地域での保育所の位置づけ、役割を再確認していく必要が生   
じている。   

国の財政改革との関係からは、経済財政諮問会議や規制改革会議などが保育所の   
直接契約・直接補助方式の導入等を求めており、地方分権の議論においては、税源   

移譲と保育所運営費の一般財源化、最低基準の設定を巾町村へ委譲するよう求める   
など保育制度の根幹をゆるがすような状況にある。   

子どもと保護者のニーズや状態に応じた職員配置の拡充と保育十等の資質向上   

が必要とされるなか、保育所等の福祉人材確保が厳しくなるとともに、臨時職員等   
の増加が施設現場におい ては顕著となってきている。さらに、平成20年度にはパ   
ートタイム労働法が改正されることになっており、その影響も懸念される。  

（3）本提言の性格  

全保協は、この間、上記のような環境変化と課題をふまえ、かつ全保協の将来ビ   
ジョンに基づき「これからの保育所の役割・機能のあるべき方向」を検討してきた。   

全国21，000の公私立の会員認可保育所が、地域の子ども家庭福祉を担う拠点とし   
てさらに発展するよう、各保育所の主体的な取り組みと地域社会への発信を期待し、   
「これからの保育所の機能」について提言を行う。  

各会員保育所、各都道府県保育組織において、平成22年までの3か年において   
「これからの保育所の機能」について検討を行い、具体的に取り組んでいただきた   

い。   

2．これからの保育所の機能   

（1）これからの保育所の機能整備に関する考え方   

少子化、人口減少社会を迎えるとともに、子どもの発達と子育てをめぐる問題が   
普遍化、社会化してきている。こうした状況の中で、児童福祉施設である保育所は、   
これまでの  

① 保育所を利用する「保育に欠ける子ども」の発達を保障  

② 保育所を利用する子どもの保護者への支援  

に加え、  

③保育所を利用していない子どもを含めた卜㌻べての子どもと子育て家  

庭」の支援   

を使命として取り組んでいくことを求められている。  

その保育所の役割と機能の整備は、地域の利用者、住民の理解のもとに進められ、   
保育所の特性である地域密着性を活かしつつ備えられていくことが重要である。な   
お、その機能と役割を発揮するためにも、保育の質の向上のための取り組み（人材   
養成・研修や自己点検・自己評価等）に積極的に取り組むこともあわせて求められ   

る。   

（オこれからの保育所の機能の枠組み  

これからの保育所の機能は、次の3段階を意識し、整備されることが望まれる。  

d保育所の基本機能  
b）機能拡充が必要な場合に、積極的に備えてい＜機能  

c）連携・協働のなかで保育所として役割を果たしてい＜機能   



a）保育所の基本機能   

児童福祉法第39条にもとづく保育所の基本機能は「保育」であり、そのうえに   

保育所を利用する子どもの保護者への支援が行われている。 全保協では、子ども   

を取り巻く状況を踏まえ、児童福祉施設として特に配慮を必要とする子どもの保   

育を保育所の基本機能とし、すべての保育所が備えていくべきと考える。  
……＝…■＝＝－…＝……＝＝＝■一＝■●●■●■●▲一－－＝…＝■＝…◆●■＝●■……●■＝●◆●■＝●■…＝●＝●－＝………＝ヽ  

①「保育に欠ける乳幼児の保育」を行う機能  

● 「健康、安全で情緒の安定した生活の提供」、「保育＝養護と教育」  

を提供し子どもの発達を支援する機能、必要に応じて保護者の委託  

を受けて、保育に欠ける子どもの保育を行う」機能＝一時保育の捏  

供等を含む  

②保育所を利用する子どもの保護者を支援する機能  

● 「保護者との協働による子育て」、「親と子のきずなの形成支援」を  

はかる機能や保護者の子育てを支援する多様な保育サービスを提供  

する機能  

③特に配慮を必要とする子どもの保育を行う機能  

● 障害や被虐待など特に配慮を必要とする子どもや家庭への支援  
■＝＝ ■●ll＝＝＝＝＝＝●■●■●●■●●●●●●■●●●●●●●●●●◆＝…◆………＝＝……＝＝◆…＝◆●●●●＝………＝…＝■  

b）機能拡充が必要な場合に、積極的に備えてい＜機能  
基本機能のようにすべての保育所が備えていく機能ではないが、地域の実情や   

ニーズなどから整備が必要である場合に、保育所の使命として積極的に整備して   

いくべき機能。  

つまり、地域の子育て家庭のニーズに対して、地域の他の団体等が必要なサー   

ビス等を提供していない場合や、サービスは提供されているが、その質や量に課   

題がある場合などに、児童福祉施設として保育所が積極的にサービスを開発した   

り提供したりしていく機能である。  

至①地域の子育て家庭への支援機能  

● 園庭開放、保育所開放など  

● 短時間の預かり保育等、保護者のレスパイト支援など  

● 保育ママの派遣、出前保育の実施など、地域の子育て家庭へ直接保育  

サービスを提供することによる支援  

● 相談に応じ、保育所のサービスを提供  

②プレママ・プレパパ支援機能  

● 妊娠中の親の不安の解消や仲間づくり、保育所利用の体験などによる  
プレママ・プレパパ支援  

● 中高校生などを含めた未来の保護者の保育体験   

機能拡充のためには、行政や関係諸機関・団体等と協議して、市町村の地域子  

育て支援行動計画等の検討のなかで計画的に整備・拡充していくべきとされたも  

のを含む必要がある。とくに平成22年の次世代育成支援行動計画の後期計画の検  

討が進められつつある中で、保育所から積極的に保育所機能の活用を行政等に向  

けて働きかけることも必要である。  

3   



c）連携・協働のなかで保育所として役割を果たしてい＜機能  

幅広く子育て環境や子育て文化の創造をすすめる機能であり、保育所だけで取   
り組むのではなく、地域社会の関係機関・団体や住民との連携・協働のなかで保   
育所がその特性を活かし、役割を発揮していくことを踏まえ、備えていく機能で   
ある。  

この機能の整備においては、とくに地域に密着しているという特性などを生か   
して、子育て環境や子育て文化の醸成を図る視点が必要である。  
′●■…＝●－……■■■  

…①すべての子育て家庭を対象とした子育て相談・サービス仲介機能  

● 地域の子育て支援拠点として、さまざまな相談の窓口となったり、情  
報提供をおこなったり、支援サービスにつなげたりする機能  

妻②子ぞも家庭福祉に関する啓発機能  

● 多くの人が子ども、子育て、家庭福祉に関心を持つための啓発実施  
● 子ども子育て支援活動への市民の参加促進  

（つどいのひろばの運営、ファミリーサポートセンターの運営）  
● ボランティア活動、体験学習等の受け入れによる啓発  

至③胎生期から青少年・おとなまでの切れ目のない子育ての支援機能  

● 放課後児童クラブ等学童期の子ども・子育て家庭支援の拡大  

● 学校との連携協力  

● 虐待防止等、地域の他機関・関係者との連携・ネットワーク活動  
…④地域の子育て文化と子育て子ミュニティを育む機能  

● 世代間交流の推進  

● 異年齢児交流の推進  

● 子育て関連の講座等の実施  

● 子育て支援グループ、サークルへの支援  

⑤災害発生時の社会福祉施設としての機能  

● 災害発生時の避難場所の提供  

● 災害発生時の被災者（とくに子どもと保護者）への支援拠点機提供  

3．今後の取り組み   

（1）すべての（会員）保育所に取り組んでいただきたいこと  
全国21，000か所の会員保育所では、全保協の将来ビジョンを参考としていただ   

くとともに、本提言「これからの保育所の機能」をもとに、地域における子育て   
家庭のニーズや今後の保育を取り巻く動きを見据えて、各保育所が基本機能の意   
義を再確認し、その質を高める取り組みを進めていただきたい。また地域の実情、   
ニーズを適切に受けとめ、保育所として積極的に整備していく機能を考え、各保   
育所の基本方針、事業計画などに反映していただきたい。  

その際には、具体的には全保協で行っている保育所長専門講座・経営レポート   
のような「①保育所を取り巻く環境の分析、②自分の保育所の現状の分析、③こ   
れからの自分の保育所の行動計画」という段階を経た分析を行い、具体的な行動   
計画を策定する等の取り組みを進めていただきたい。   



（2）都道府県・指定都市および市町村の保育協議会に取り組んでいただ  

きたいこと   

都道府県・指定都市および市町村等の各保育協議会では、域内の状況の把握に   

努め、子どもの育ちや子育て家庭のかかえる課題の共有化をはかり、各保育所の   
機能の整備の充実を支援いただきたい。   

当面は、会員保育所の今後の検討・取り組みに対し、情報提供を行っていただ   
き、会員保育所における取り組み事例を収集していただきたい。   
また、平成22年の次世代育成支援行動計画の後期行動計画は、子ども家庭福祉   

の今後の方向を決める大きな節目となるもので、保育所がこれまでの実績を充分   
に評価され、今後も地域の子ども家庭福祉充実の中心的機関として位置づけられ   
るよう、行政等に働きかけを行うなど、取り組んでいただきたい。   

（3）全保協の取り組み  
全保協は、保育所機能の充実に向けて、次の取り組みを推進する。  

① 保育所・保育組織等の合意形成と意識改革  

● これからの保育所の機能について、会員保育所や都道府県・指定都市保  
育組織への提言を行い、その理解促進をはかる。  

●保育をめぐる制度の見直しや国の動きについて、迅速な情報提供と必要  
に応じソーシャルアクションをはかる。  

② 機能を具体化する事業等の開発・提案  

●全社協の将来ビジョンの推進を図る中で、アクションプラン、重要課題  

の具体的な事業化をすすめる。  

●公立保育所アクションプランの具体化を図り、あわせて公私立保育所の  
役割分担について検討する。  

③ 保育と子育て支援機能強化のための条件整備（国等への要望を含む）  

ア）質の高い保育十等の確保・定着と養成のための労働環境の整備に取り  

組む。  

イ）保育十等の現任研修・キャリアパスに対応する研修の体系化をはかる。  
● 職員の資質向上のための研修体系化および条件の整備  

● 施設長の研修の充実  

● 自己評価、第三者評価の取り組み  

④ 機能提供のための施設等の整備  

●スペースや備品の確保について交付金・補助金等の確保を含め国や地方  

公共団体への働きかけを行う。  

⑤ 事業実施等に関わる財源確保  

●子ども家庭福祉に関する財源の確保に向けて、さまざまな組織・団体と  

ともに取り組みをすすめる。  

⑥ 子ども家庭福祉を推進する連携・協働の構築  

●保育関係団体との連携・協働による保育所機能の強化、実践強化の推進  
●児童福祉関係機関との連携・協働による保育所の機能充実の推進  

5   
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2．保育施策検討特別委員会開催経過  

平成18年度 第1回 平成18年10月3日（火）  
・保育・子ども家庭福祉をめぐる動向への対応について  

第2回 平成18年11月7日（火）  
・保育・子ども家庭福祉をめぐる課題の整理について  

第3匡l平成18年12月21日（木）  
・保育・子ども家庭福祉をめぐる課題の整理について  

第4回 平成19年2月1日（木）  
・保育・子ども家庭福祉をめぐる課題の検討について  

第5回 平成19年3月16日（金）  
・保育・子ども家庭福祉をめぐる課題の検討について  

・内閣府の少子化に関する意見募集について  

平成19年度 第1回 平成19年4月20日（金）  
・子どもの育ち・子育てに関する国・地方公共団体等の  

責任と保育所の機能について  

第2回 平成19年5月28日（月）  
・保育所の機能について  

・子どもの育ら・子育てに関する国・地方公共団体等の  

責任について  

第3回 平成19年6月18日（月）  
・これからの保育所の機能について  

第4回 平成19年9月25日（火）  
・これからの保育所の機能について  

第5田 平成19年10月23日（火）  
・これからの保育所の機能について  

・幼児教育の無償化について  

・パートタイム労働法の改正に伴う保育所への影響・課  

題について  

・保育所保育指針の改定における「保育課程」について   
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保育所の現状、課題と方策  

′Y金環鯵／至脚査／2ヒX19年‾5月よ■り′）  

（認可保育所11，605か所より回答（回収率56．3％））  

1．保育所、幼稚園等の現況  

◎認可保育所202万人（過去最高）  

園数22，909か所（＋61か所）  

●ベビーホテル  

1，566か所（－54）約3万人   

●認可外保育所  

5，683か所（十125）約15万人  ●事業所内保育施設  

3，441か所 約4．7万人  

2．保育所の現状と課題、今後の方向性  

（1）地域格差の進行：2極化する保育所の定員  

＞人口規模の少ないところは定員の小規模な保育所が多く、人口の多い地域ほど大規模定員である。  

＞運営主体も、人口規模の少ない地方部は公営保育所が多く、人口の多い地域は民営保育所が多い。  

地域格差が進む中で、待機児童の多い都市部だけではなく、  ⇒  

としての保育所の維持に配慮した制度設計・アクセスの保障が必要である。  

たとえば、地方部においては、保育所の分園化や小規模・多機能保育所の制度化と拠点化、保育士  ⇒  

保の対策に対する配慮、財政支援が必要。また同じく、都市部においても子どもの育らに望まし人  

境を整備してい＜視点から、保育所の分園化や小規模・多機能化が必要である。  

待機児童対策を優先して、定員の弾力化運用を行うことによる、保育環境の劣化（保育士等職員配置、  ⇒  

保育の最低基準の確保・園庭等の条件）の防止・検証が不可欠である。  

さらに、子どもの育らに必要な観点から、認可外保育所や企業内保育所等の環境と運営（委託  冨  

形態、人員体制、財源・経営、情報開示等）の課題を検討・検証する必要がある。   
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図表1人口規模別 運営主体：単数回答   

0ヽ  20ヽ  40ヽ  60ヽ  80ヽ  100ヽ  

全休  
∩＝11605  

10，000人未満  

n＝5了3  

10．000～29．999人  

∩＝1417  

30β00－49j柑9人  

∩＝1364   

50，000－99．999人  

n＝2133   

100．000－199．999人  

n＝1963  

200．000－499，999人  

n＝2214  

500，000人－  

∩＝1283  

■公営  口私営  口無回答・不明  

図表2 人口規模別 定員総数：数値回答   

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

平均：93．1人  

（n＝11156）   

平均：73．3人  

（n＝534）   

平均：81．9人  

（n＝1344）  

平均：86．9人  

（n＝1281）   

平均：92．8人  

（∩＝2032）  

平均：96．4人  

（∩＝1912）   

平均：100．1人  

（∩＝2164）   

平均：105．6人  

全体  
∩＝11605  

10，000人未満  
∩＝573   

10，000－29．999人  
n＝1417  

30，000～49，999人  

n＝1364  

50，000－99，999人  

∩＝2133   

100．000■｝199，999人  

n＝1963   

200，000～499，999人  

5．3％42％ 5．2％  

6．0％4．7％  

・：lい28．1％  

正4％妻7・9％  
∩＝2214  

500．000人～  
1・2％ （∩＝1268）  

■20人以下白21～45人口46－60人B61～90人田91～120人口＝21～150人E‖51人以上□無回答・不明  

（オ低月齢の乳児の受入が増えている。  

＞受け入れ開始年齢でlよ「生後6週以上」が26．4％で最も割合が高く、「生後6ケ月以上」が22．3％、「生   

後3ケ月以上」が17．89＆法での産後休暇明け「生後8週以上」への対応が26．4％と高しt  

＞産休明け保育や低月齢の乳児に対する保育がすすめられている。  

とくに月齢の乱＼乳児へのきめ細やかで安心・安全な保育（見守りとかかわり、リスクの回避）  ⇒  

提供するための環境整備、職員配置の改善が必要。  

年齢に応じた職員配置が必要であるの歳児3  同年齢でも発達・育らに違いがある子どもの月齢   ⇒  

の改善が必要である）。  1、1・2歳児6：1、とくに2歳から3歳児の配置基準（20：1）   

人員体制不足から十分な対応ができなく不安・危険と  乳幼児の保育日程（生活の流れ）において、   ⇒  

感じる場合があり、職員配置の拡充は不可欠である。  
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図表3 運営主体別 受け入れ年齢：単数回答   

0％   10％   20％   30％   40％   50％   6肌   70％   80％   90％  100％  

■生後6週未満  日生後6週以上  巳生後8週以上  n生後3ケ月以上 田生後6ケ月以上  

日生後9ケ月以上 B満1歳以上   口満2歳以上   □無回答・不明  

（3）保育所の開所時問は長時間化：平均開所時問は11．4時間  

＞ 8割以上の保育所が「7暗合開所、18～19時合間所」（平日の開所時問）であり、11時間を超えて長時間  

の保育実践をしている。   

⇒ 保育士の法定労働時間は8時間。現場はシフトを細かく設定したり、朝夕等の超過時間帯に非常勤職員を  

配置してしのいでいる。交代等のため担当保育士等力当呆謹書との面談・連携もままならない。   

⇒ ただし、運営費は8時間の積算であり、現実との帝離がある。  

保育の実態・現場の問題にそった保育運営費、複数担当・交代制などを可能とする人員配置、労†  ⇒  

条件の確保が急務である。そのためには、保育現場でのタイムスタディなどデータ化において、‡  

証しつつ、具体化するべきである。  

保育時間の必要度（子どもと保護者の状況と課題：相反関係）を客観的に適切に判断する基準、士  ⇒  

方自治体嘲某育所における相談・援助体制の整備が必要である。  

長時間勤務の呆育実践のなか、記録等事務処理も増えており、保育士の負担がますます増えている。  ⇒  

保育所保育指針の改定により、さらに書類作成が増えることを鑑みると、事務体制の強化を図る  

とが求められる。   

図表4 運営主体別 開所時間数（月曜日～金曜日）：数値回答   

仇  1肌  斑粘   ∝粘   《払   ま払   6仇   7偶   肌   弧  1∝粘  

平均：11．4時間  

（n＝11527）  

平均：11．0時間  

（作舶8）  

平均：11．8相聞  

（rF5374）   

固9間抹満  員9晴間以上10時間未満  凸10時間以上11晴間未満  

ロ11晴間以上12時間未満  日12時間以上13晴間未満   ロ13時間以上  

□勝不明  

3  
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（瑚 97．0％が土曜日に開所  

荒行より土曜日、日曜日開所のニーズに対応するには、受入児童数及び平日の体制との関連において、  ⇒  

その人員体制のあり方と整備を拡充させる必要がある。  

保護者が休日である時などに、子どもを保育所へ預ける際の条イ牛・理由等が明確でないこと  ⇒  

も現実ではみられ、保育のあり方に関する標準的な運用基準が必要になってきている。  

図表5 運営主体別 開所時間数（土曜日）：数値回答  

0％   10％   20％   30％   40％   50％   60％   70％   80％   90％  10肌  

■5時間未満  巳5時間以上7時間未満  邑7時間以上10時間未満  

田10時間以上11時間未満  田11時間以上12時間未満  ロ12時間以上13時間未満  

口13時間以上  D無回答・不明  

（9保育現場に配慮を必要とする子どもが増えている  

障害児支援の拡充が必要とされ、保育所の役割も重要視されている。  

うための知識や技術を有した保育士等の配置、専門的な支援体制が必要である。  

障害児の受入について、障害の状態や課題等に応じて個別的な対応を行えるよう保育士等の配置、  ⇒  

所要件・運営費の見直し一時預かり等の条件の見直しが必要である。  

子どもの育ちの保障という視点から、障害のある子どもの保護者が就労していなくても、その養育  ⇒  

課題に応じて保育所、子育て支援センター等の利用を可能とするための基準・条件を整理すべきで  

匡］  

′  

公的な医療機関等の相談・支援体制のもとに、障害児の保育、保護者に対する相談支援が行えるよう  ⇒  

地域での専門的な協働体制を整備する必要がある。  

図表6 障害児保育の対象児童がいる施設：数値回答 n＝11605  

か所数   割合   

障害者手帳を持つ子どもがいる施設   4，875施設   42．0％   

判定を受けていない力＼施設が必要と判断  
4，163施設   35．8％   

した子どもがいる施設  

対象とまでは言えないが、判断が難しい子  
2，897施設   24．9％   

ども力㍉＼る施設  

－1   
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（6）生活面、精神面等で支援を必要とする家庭（保護者）があると回答した保育所は6割  

＞ 保育所における家族支援（ファミリーソーシャルワーク）機能が求められてきている。  

保護者支援等の専門職を含めた職員配置が必要である。  

保育にかぎらず保護者がかかえる重層的で困難な問題にあっては、市町村の担当課などと  

経過的に適切な対応が求められるため、行政の関与は不可欠である。  

図表7 運営主体別 生活面、精神面で支援の必要な家庭の有無：単数回答   

0％  10％    20％    30％    40％    50％    60％    70†i   80％    90％    ‖）0％   

全体  
∩＝11605  

公営   
n＝6135  

私営   
∩＝5413  

■いる  日いない  ロ無回答・不明  

（¶ 多様な保育・子育てニーズヘの対応が求められている  

保育所の一時預かり、子育て支援センター等、機能の基盤拡充をはかる必要があり、とくに経馬  

のある保育士等の配置が必要である。  

一時預かり、特別保育事業等においては、子どもや家庭の状態等の情報のないまま、受入れる  ⇒  

とに関するリスクがあり、受入れのためのアセスメントを十分に行える制度設計、運営体制をl  

かるべきである。  

医療機関、保健所、児童相談所、市町村行政、幼稚園・学校、  ⇒  

報の共有化、情報発信を重層的に行う必要があり、地域の子育てを支えるための実効あるネット  

ワークづくりをはかるべきである。  

図表8 あったらよい子育て支援（在宅子育て家庭）  

● 親子で気軽に遊びに行ける場   76．2％   

● 自分で安全に遊べる外遊びの場   64．9％   

● 子どもが同年代の友だらを作れる場   49．6％   

● 理由を問わず子どもを一時的に預かってくれる場所   38．0％   

● 同年代の子どもの親と知り合える場所   35．6％   

● 気矧こ相談できる場   27．8％   

● 再就職のためサポートしてくれる場   24．6％   

● 本の貸し出し・映画の上映   20．3％   

● ノVての子育て参加を啓発する講座や集い   19．3％   

● 病気の後などに子どもを預かってくれる場所   19．2％   

（［呆育所と地域が協働した子育て支援活動研究事業」子育て家庭2567件、全国社会福祉協議会2〔X二8．3）  

5   
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働 保育士の実働時間は、週40時間～50時間未満が全体の61．0％を占めている  

＞保育所の長時間開所に関係して、保育士の封動時間は長くなっている。  

＞特に公立保育所は運営費等の一般財源化の影響を受け、保育士が削減させられる傾向にあり、保育士一人   

あたりの労働時間は延びている。  

保育士のワークライフ・バランスヘの配慮、継続雇用のための条件整備、超過勤務への手当等の是  ⇒   

も必要である。  

図表9 運営主体別 正規職員の実働時間：単数回答   

肌  1（粍   2仇   3仇   4（光   5【粍   6肌   7（兆   8仇   90％  1∝粘  

全体0・  

n＝11605  

私営0・  

n＝5413  

■週20時間未満  日週20時間～30時間未満  田週30時間～棚時間未満  

田週亜時間～50時間未満  田週50時間～60時間未満  田週60時間以上  

臼その他  □無回答・不明  

（9）初任保育士の賃金は平均241．9万円  

＞ 初任保育士の賃金は平均241，9万円であり、調査では賃金に社会保険料、所得税等の控除対象金額お  

よび賞与を含めていることから、手取り月額は14万円程度と推定。  

長時間開所、月齢の低し1乳児保育、保護者への支援の役割が増える中、保育士の雇用条件  ＝＝⇒   

改善が求められる。  

図表10 運営主体別 初任保育士の賃金：数値回答   

0ヽ  10ヽ ・ 20ヽ    30ヽ    40ヽ    50ヽ    60ヽ    70ヽ    80ヽ    90ヽ   100ヽ  

81．1％  

平均：241．9万円   

（n＝4882）  

平均．246．7万円   

（∩＝1160）  

平均：240．4万円   

（∩＝3697）  

由200万円未満  田200万円以上250万円未満  

臼250万円以上300万円未満  Ⅲ300万円以上  

□無回答・不明  
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（1α 正規保育士の61．5％が20～30代  

＞ 正規保育士の年齢別の配置割合をみると、全体では、「20代」が39．0％、「30代」が22．5％、「40  

代」が22．0％を占めている。  

＞ 保育のノウハウや専門性、文化の云承を考えると、「幅広い年齢層の保育士」がいることが望まし人＼。  

保育士の雇用については、給与等も含めた労働条件が大きく影響している。  

保育の専門性・実践のノウハウの継承に鑑み、継続雇用ができるよう処遇改善を図っていくことが、  

重要な課題である。  

さらに保育士の再雇用の際に、過去の経験年数加算を十分に配慮できる労働条件をはかるべきで  ⇒   

匡］  

図表11運営主体別 正規保育士の年齢別の配置状況：単数回答  

0％  10％   20％   30％   40％   50％   60％   70％   80％   90％  100％  

全体  

n＝7219  

公営  

n＝3831  

私営  
n＝3367  

平均：8．5人  

平均：6．4人  

平均：10．8人  

ヨ20代  白30代  田40代  田50代以上  

（11）増える非正規保育士  

＞ 全保育士に占める非正規保育士の割合は、全体で「20％以上40％未満」が22．9％、「40％以上杖：）％   

未満」が28．8％、「60％以上70％未満」が10．0％となっている。「m％以上」の保育所も4．9％あっ   

た。  

＞ 運営主体別の比較では、「公営」に非正規割合が高い傾向にあり、「70％以上」を非正規保育士が占めて   

いる保育所が6．3％、「60％以上70％未満」の保育所が135％と高い。これは公立保育所運営費の一   

般財源化が影響しノており、公立保育所鋤呆育士の非正規化が進んでいる状況を見ることができる。  

保育の質の維持・向上に鑑み、保育士の非正規化が進む現状への対応が求められる。とくに、公立イ  ⇒  

育所において進んでいる非正規職員の急増等の状況を改善する必要がある。  

非正規職員において、正規雇用へ雇いあげができる労働条件を整備する必要がある。  ⇒  

図表12 運営主体別 保育士の非正規割合：数値回答   

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

平均：33．7％  

（∩＝11178）  

平均：39．7％  

（∩＝5877）  

平均：26．9％  

（n＝5249）   
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2008／09／29 全国保育協議会  

（12）主任保育士の経験年数・配置の格差が顕著である  

＞ 主任保育士の勤続年数を運営主体別にみると、「公営」は「30年以上35年未満」が25．2％、「25年   

以上30年未満」が18．4％を占めている。「私営」は「5年未満」から「35年以上」まで、幅広く分布  

している。  

＞ 主任保育士の平均勤続年数は、「公営」が28．2年、「私営」が19．3年となっている。これには「公営」   

と「私営」の人事等の運営に違いがあると思われる。  

＞ 本来は主任保育士はフt」－であるよう配置をされているが、特に「公営」では保育士数が限られる中、主   

任保育士がクラス担任もせざるをえない状況になっている。  

保育士としての専門性の高い主任保育士が、保育士として継続して働き続けられるよう保育士の労働  ⇒  

牛の改善が求められる。  

保育所内のコーディネーターとしての役割を担うことができるよう、主任保育士のフリー化を確保す  ⇒  

ための条件整備をするべきである。  

図表13 運営主体別 主任保育士の勤続年数：数値回答   

0％  10％    20％    30％    40％    50％   60％    70，i   80†i   90％   100％  

平均：23．3年  

（∩＝7966）  

平均：28．2年  

（∩＝3557）  

平均：19．3年  

（n＝437り   

私営  
n＝5413  

■5年未満  臼5年以上9年未満  田9年以上11年未満  

臼11年以上15年未満   白15年以上20年未満   臼20年以上25年未満  

田25年以上30年未満   皿30年以上35年未満   巳35年以上  

口無回答・不明  

図表14 運営主体別 主任保育士のクラス担当の状況：単数回答   

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

包クラスを担当している  日クラスを持たずにフリーにしている  巴その他  □無回答・不明   



2008／09／29 全国保育協議会  

（13） 所長・園長の資格要件等についての検討が必要である  

＞ 園長・所長の勤続年数を運営主体別にみると、「公営」は「30年以上35年未満」が28．2％、「35年   

以上」が23．0％と経験が多い者が大きい割合を占めている。一万、「私営」は「5年未満」から「35年   

以上」まで、幅広く分布している。  

＞ 園長・所長の勤務年数平均は、「公営」が31．3年、「私営」が20．9年であり、10年近く差が生じてい  

る。  

園長の資格化をはかるべきである。  

っては、施設長の現任石刑多を義務化することも必要である。  

図表15 運営主体別 施設長の勤続年数：数値回答  

0％   10％  20％  30％   40％   50％   60％   70％   80％   90％  100％  

平均：25．6年  

（∩＝8410）  

平均：31．3年  

（∩＝3854）  

私営  
∩＝5413  

平均：20．9年  

（n＝4515）  

隷5年未満  臼5年以上9年未満  

田11年以上15年未満  固15年以上20年未満  

ロ25年以上30年未満  田30年以上35年未満  

口無回答・不明  

田9年以上11年未満  

臼20年以上25年未満  

臼35年以上  
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資料5  

新たな制度体系の設計に関する意見  

少子化対策特別部会・基本的考え方に対する意見  

平成20年9月5日  

（社）全国私立保育園連盟   

社会保障審議会少子化対策特別部会の「次世代育成支援のための新たな制度休系の設  

計に向けた基本的考え方」（以下「基本的考え方」という）で示されている保育の仕組み  

に関する論点について、次のように当連盟保育制度検討会においてとりまとめた意見を  

表明します。  

1．「基本的考え方」の制度体系の骨格について   

○制度設計の骨格となる考え方として、「1．基本認識」から「2．サービスの量的拡大」  

「3．サービスの質の維持・向上」そして「4．財源・費用」の項の要点について以下のよ  

うに考えます。  

（Dすべての子どもの健やかな育ちを支援することを前提に、働き方の改革と子育て支援の社会   

的基盤の構築を目指すとし「未来への投資」であるという基本認識は、女性の就労支援とい   

う労働政策としての保育の受け皿づくりに偏っていたこれまでの議論から、子どもの育ちや   

子どもの最善の利益という視点に引き戻して検討されているものであり、高く評価するとと   

もに、この視点を買いた制度設計であることを願い大いに期待します。  

②効果的な財政投入が必要であり、そのためには社会全体（国、地方公共団体、事業主、個人）   

による負担で重層的に支え合う仕組みが求められるとし、さらに、地方財政への配慮等によ   

り不適切な地域格差が生じないように考えられています。これは、次世代育成支援施策とし   

て国を挙げて取り組むとともに、地方への配慮を念頭に制度設計が考案されているというこ   

とであり大いに評価します。  

ただ、「社会全体の負担の合意」や「支え合う」については評価できますが、具体的施策と   

して考える場合、税を基本とした方式で検討して頂きたいと考えます。なお、育児保険制度   

の方向は様々な問題があり慎重な議論を要望します。  

③仕組みの全体的な構想は、子どもの最善の利益を保障し、健やかな育ちを支援するために、   

「『質』が確保された『量』の拡大」と、「質の維持・向上」を基本としています。このため   

職員処遇のあり方や専門性の向上、職員配置、子どもの生活空間等保育環境の在り方につい   

て検討の必要性を指摘する等、保育現場の願いを生かした制度設計への「思い」について高   

く評価するとともに、仕組みの中に是非生かして頂きたい内容であると考えます。  

こうした「基本的認識」や「質の確保された量の拡大」、「質の維持向上」、「財源論」等につ   

いては、私たち保育現場の問題意識と重なるところが多く、こうした考えに基づいた制度設   

計を大いに望むところです。   



次に、上記の基本的な考え方を含みつつ、制度的な論点を「5．保育サービス提供の仕  

組みの検討」に沿いながら、以下のように紋り、それぞれについて考え方を示します。  

2．保育制度設計にかかわる主な論点   

①「希望するすべての人が安心して子育てしながら働くことができる」ことをベースに、多様   

な選択が可能となる仕組み  

（a全国どこにおいてもー定水準の保育機能が確保され、質の向上が図られること  

③良好な育成環境の保障等、対人社会サービスとしての特性・公的性格を踏まえること  

④多様な選択を可能とするため、新しい保育メカニズムを基本に検討していくことが考えられる  

（9全国どこでも必要な保育サービスが保障されるよう、客観的な必要性の判断基準の導入  

⑥契約などの利用方式は選択を可能とする方向で、需給バランスの改善と並行して検討していく。   

選択が、保護者と子どもの利益が一致しない場合子どもの利益に配慮し、必要度の高い家庭の利   

用が損なわれないために、保育サービスの提供の責任を有する市町村等が適切に関与する  

⑦ これらの仕組み導入には、（認可保育園を基本とした「質」の確保された）「量」が保障され、   

裏付ける財源が確保されることが不可欠である  

⑧保育サービスが利用する保護者の生活圏で提供され、地域と密接であることから地方公共団   

休が保育機能や質の向上に適切な権限を発揮できる仕組み  

⑨都市部と問題の質や内容が異なる過疎地域において、保育機能や子育て支援機能の維持向上   

が図れるような適切な支援が必要  

⑲幼稚園の預かり保育や認定こども園について就学前保育・教育のあり方全般を検討する  

3．論点についての見解   

①対象と（9必要度について  

「すべての子どもの健やかな育ちの支援」という次世代育成支援の目指す新制度体系の趣   

旨とともに、保育・子育て支援の対象については、保育所機能も限定的な「保育に欠ける」   

という対象規定ではな〈、「保育を必要とする家庭」と考えるべきでしよう。  

この場合、「保育を必要とする」家庭については、多様となり、必要度が異なります。そこ   

で、⑤の論点のように、必要度の要素について判定することが求められます。週6日の通常   

保育が必要なのか、あるいは子育て広場や一時保育等の地域子育て支援が必要なのかについ   

ては、客観的な基準に基づいた市町村の公正な判定が欠かせません。  

②保育機能の水準について  

保育の質を確保するためには、保育条件や保育環境が国の基準として整っていなければな   

りません。現行の保育士定数や面積基準等の最低基準は改善すべき点は多いですが、下げる   

ことのできない水準です。子どもの最善の利益が、住む地方によってばらばらで違ってよい   

ものではありませんし、そもそも子どもの保育条件に高低があってはなりません。  

さらに欧州各国に比べて低水準にある職員定数や保育室、園庭などの環境条件について、子   

どもの遊びや様々な活動、食事など全般的な生活を保障するためには、機能面からみた改善を   

していかなくてはならないでしよう。そのためにも、現行の最低基準は崩してはなりません。   



③対人社会サービスについて  

対人社会サービスという表現になっていますが、保育事業の原点は、児童福祉です。  

児童憲章（前文と12項目）、児童福祉法（2条、24条、51条、55条等）、子ども権利条約（3   

条、18条等）などによっても明らかなように公的な枠組みがはずせません。「基本的考え方」   

にあるように「保育サービスの提供の責任を有する市町村等が適切に関与する仕組み」を検   

討すべきでしよう。  

④利用方式・選択について  

選択が可能になる仕組みということで言えば、現在もシステム上は選択できます。ただし   

供給量の少ない地域においては選択の幅が少なくなり、あるいは待機児童となってしまいま   

す。したがって、本来、自由に選ぶことができるためには、前提として質の確保された供給   

量の拡大が必要となります。  

（9保育の必要性の判断基準の導入について  

現在の「保育に欠ける」要件に加えて、虐待の恐れのある家庭や障害をもつ子ども、過疎   

地等で近くに友達を得られない子どもなども含めた判断基準が必要です。  

⑥市町村等の関与について  

公的関与の仕組みをきっちりと組み、優先されるべき家庭の認定や、受け入れについての   

応諾義務を課すことなどが必要です。また、自治体が保育費用を保障し、利用者負担（保育料）   

を自治体に納入することによって、保育園は任意に運営されているものではなく公的責任が   

明確になり、利用者にとって「安心して子どもを育てながら働くことができる」仕組みとな   

るといえるでしよう。  

（∋選択できる量の確保について  

「保護者とサービス提供者の契約など利用方式のあり方」については、「多様なニーズに応   

じた選択を可能とする方向で、需給バランスの改善とともに並行して検討」としており、こ   

の点は上記の④と重なりますが、「基本的考え方」でいう「選択が可能な方式」は、認可保育   

園を基本として供給体制が需要を上回らない限り、実施できない利用方式ということになり   

ます。  

⑧保育は生活圏で提供することについて  

自由に選ぶこと、しかも市町村を超えてまでも選択できることが、いかにも良いことであ   

るかのように流布されていますが、「基本的考え方」では、子どもの保育が生活圏で提供され、   

地域と密接であるべきことという極めて賢明な指摘をされており、小地域における子育て支   

援の資源としての保育園を、深くご理解頂いていると大いに評価しています。「保育」という   

小地域での営みにとって、一部で強調されている「自由な選択」という「直接契約制」論の   

もつ特徴が、子どもの保育という現実では有効に機能しないということでしよう。そのため   

にも、保育制度は市町村の関与で、子どもの利益にきちんと焦点をあてた仕組みとすべきだ   

と考えます。  

3   



⑨地方の子育て支援・保育機能の支援  

ともすると都市部の過密地のことにばかり議論がなされる傾向がありますが、わが国の保   

育園は圧倒的多数が地方に存在しています。女性労働力の開発という就労支援が大幅に望め   

ず、少子化傾向の強い地方において、保育園運営がますます厳し〈なってきています。地方   

においても都市においても、保育園保育がこれまで以上に、生き生きと子育て支援活動を展   

開できるような運営基盤の安定化策などの施策が是非望まれるところです。  

⑩就学前保育・教育のあり方全般に関する検討について  

就学前保育・教育のあり方が今後ますます議論に上ってくるでしようが、その際、子ども   

の生活全体をとらえた検討が必要であり、文部行政のみで進めるのではなく、福祉の視点も   

しっかりと組み込んだ検討が総合的に行われることが必要だと考えます。  

4．これまでの保育制度改革議言針二ついて  

これまで保育制度の議論は内閣府の審議機関（規制改革会議等）が中心となり展開され、   

制度改変の方向として、現行制度の根幹にかかわるいくつかの課題が姐上にのぼっています。   

子どもの最善の利益を求める仕組みからみて、最も危倶するのは、イ．直接契約・直接補助   

方式 ロ．最低基準の弾力化や地方への委任 ハ．育児保険制度の創設などであります。  

これらの課題がもっているシステムに対する考え方の問題点は、「保育」を、子どもの育ち   

や、子どもの最善の利益の保障から限りなく引離してしまう弊害があり、危倶されるところ   

です。保育制度は保護者の就労支援とともに、何よりも子どもの健やかな育ちの保障を基本   

にすえて構築されるべきです。  

保育所保育指針では、「保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来   

をつくり出す力の基礎を培う」としています。保育園を労働政策や経済政策的観点で捉え   

る側面も100％否定するものではありませんが、その枠組みの中で、日々生活している   

子どもたちの姿と育ちを忘れてはならないでしょう。子どもの最善の利益を達成するた   

めに行政、保護者、保育園の三者がトライアングルを組み、それぞれの立場で協力しな   

がら、子どもを守り育てていくというのが仕組みの根幹です。  

なお、規制改革会議の中間報告（H20．7．2）では、直接契約は、供給側が利用者を逆選択する   

という懸念に対して、「公立保育所をセーフティーネットとして位置づけ、障害児保育や低所   

得層の優先入所等、受け入れ強化を図る」としています。このことは、一方で選択できる仕   

組みを強調しながら、他方で障害児を抱える家庭や低所得層は、公立保育所へ行きなさいと   

いう、選択できない状況に押し込む矛盾した論理になっています。これは、かつての「施設   

収容主義」を彷彿とさせる論理で、いまだに政府機関で主張されていることに驚かざるを得   

ません。  

以上  

’製   



（参 考）イメージ図【トライアングル】  
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保育内容と質の向上を保障するために  
～今後の検討課題に向けて～  

H20．9．29（菅原）  

現在、深刻化する少子化問題の解決とすべての子どもたちの健やかな成長、就労と子育て家庭を支援する  

ためのあるべき制度について、「少子化対策特別部会（以下特別部会）」から提起された「基本的な考え方」  

（5月20日）を基に「次世代育成支援」のための「制度設計」に関する検討が始まっています。「特別部会」  

は、9月から再開され既に11回開かれ論議されています。部会として一一定の「まとめ」を早めるため9月  

29日からは、部会の下に保育3団体始め業者団体が参加する“保育事業者検討会”の論議が始まります。   

そこでの議論は、下記の「規制改革会議」等から提起されている現行制度の改革についても検討されるも  

のと思われます。私たちは、子どもたちの「今と未来」を考え、保育現場に責任をもつ立場にある者として、  

現行の児童福祉法を充実させ「最善の利益」を保障する方向で保育の質について真剣に検討し、その在り方  

について一つの考えを示してみたいと思います。   

なお、保育制度の改革に関わる内容については、「当連盟」の見解を参照して下さい。  

≪保育の質をめぐるいくつかの考え方について ≫   

（「規制改革会議」等によって提起されている内容）  

1．「税制改革会議」等によって提起されている内容は①「規制改革を推進し、保育を市場化し競争を   

導入することによって質が向上する」という考え方と②「安かろう、悪かろうでは困る」との異論  

が出ている「コスト・効率化論」に基づく考えを前提にした改革です。  

この理論を論拠に提案されてい る「保育の質」に直接関係する規制改革会議等の提案は、主に次  

のような内容となっています。  

（1）直接契約、直接補助方式（保育バウチャー制）の導入等の提案・・・「見解参照」（略）  

（2）現行の全国一律の最低基準を見直し、国は標準を示すにとどめ地方自治体が条例により決定  

しうるように検討する。「地方分権改革推進要綱（第1次）」（H20．6．20）  

（3）束京都の認証保育所制度は、・・・認可保育所の最低基準とほぼ同等の水準を維持しながら  

都市型ニーズに応えるサービスを提供し、利用者から好評を得ている。 として「子どもの安  

全面のみならず、健康な心身の発達を保障する環境を整えるためには、どこまでの最低基準  

が必要なのか、科学的・実証的に検証し、早急に見直すべきである。」「規制改革会議中間と  

りまとめ一年末答申に向けての問題提起－」（H20．7．2）。  

（4）障害児や低所得者については、セーフティーネットとして公立保育所の位置づけを明確に  

し、優先入所等、受け入れ態勢の整備・強化を進めるなど、新たな仕組みを設ける。「規制  

改革会議中間とりまとめ」（H20．7．2）  

（5）民間事業者の参入促進  

・社会福祉法人以外にも施設整備への公的補助  

・株式会社経営への企業会計の適用を認める  
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（6）児童福祉法24条の「保育に欠ける」要件の見直し   

（注）   

①公立保育所の一般財源化による職員配置、教材費等の削減と保育現場、保育内容への影響。   

②この間、社会的問題となっている「介護保険制度、障害者自立支援法、高齢者医療問題、汚染米  

問題」は、税制改革によって生じた問題であり、この問題を検証・検討することが重要。   

③東京都認証保育所410か所のそのほとんどに企業（株式会社）が参入し経営。  

（重点戦略検討会議、少子化対策特別部会の提案と考え方）  

2．「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議が提案した「包括的な次世代育成支援の制度的   

枠組みの構築」（12月）とその提案を具体化するため設置された「少子化対策特別部会」がまとめ   

た「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた」基本的考え方（5月20日）です。  

この中で、保育サービスとその内容・質を向上させるための施策として「・サービスの質の確保  

された量の拡充・質の高いサービスによる子どもの最善の利益の保障・専門性の向上、職員配置や   

環境の検討・公的性格や特性を踏まえた新しいメカニズムの検討・未来への投資としての効果的財   

源の投入」などの積極的な提案がなされています。  

阜∴以上の各提案・言義論との関係て、「保育サービスの充実」．と「質の向上」を目指す上て検討す   

べき具体的な内容について以下に環捏してみます．   

1）保育サービス（機能）卿取り組み  

①「重点戦略検討会議」「新待機児童ゼロ作戦」を具体化する立場から量的拡大を積極的に進め  

る。とくに未満児の受け入れに取組む。  

②すべての子どもの健やかな育ちと就労と子育て支援ニーズの多様化に対応し、多様な保育サ  

ービス機能の拡大と強化する事業を積極的に進める。  

：特別部会がまとめた「児童福祉法の一部改正」に盛り込まれた未満児を中心とする、子育て  

支援事業を積極的に推進する。  

③そのため「次世代育成支援後期行動計画」の策定と具体化に取り組む  

2）保育の「質」を向上させるために取り組むべき基本的課題  

①新保育指針の積極的実践  

②アクションプログラムの具体化  

③ 日々の保育活動において「計画、実践、考察」に関する評価と保育士の自己評価を行う。  

④情報の開示  

⑤利用者と第3者による評価の活用  

3）保育の「質」を条件付ける「環境■条件」とは何か   

（1）始めに、上記に示した「規制改革・地方分権」などの考えでは、現行の最低基準をさらに低  

い基準に変えることが主眼となっており、そのことに対し、現場での子どもたちの生活と遊  

び等の様子を通して考えてみたいと思います。  
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（2）「重点戦略検討会議」と「特別部会」からの提案は、基本的に「最善の利益」を保障する立  

場からの提案であると理解しており、その実現に向けて検討を進めたいと考えます。   

（3）戦後から高度経済成長期、その後のバブル崩壊期以降現在に至るまで日本の保育制度は保育  

現場とともにその都度、時代のニーズに即応するため試行錯誤を繰り返しながら発展してき  

ました。その意味では諸外国に比しても充実したしくみに構築されたといえます。しかしな  

がら一方、現行の児童福祉施設最低基準はその具体化に財政的な裏付けが必要であり、幼稚  

園基準や諸外国の基準に比較して非常に低い基準といえます。また、子どもたちの健やかな  

成長を保障する上でも、検討されるべき多くの問題点があります。  

そうした、問題点を今回の検討の中で、真剣に議論、検討し、より時代にあった基準に「最  

善の利益」の方向で改善する必要があると思います。   

（4）特に、保育の質については、下記に示す、各項目の内容を具体的に議論されることが重要で  

あり、その議論と検討の中で、保育に関する基準は、個別的なものではなく、総合的な関連  

の中で個々の基準を検討されるべきと考えます。また現在の保育所は、一時預かり事業や障  

害児保育、病児保育、地域子育て支援拠点事業等、多様で広い役割や機能が求められており、  

そうした機能も併せて検討される必要があります。  

例えば税制改革等で議論されているように、単に個別の保育室の「面積の広さだけ」を取  

り上げ、議論することは非常に問題があります。   

（イ）職員（保育士）関係では「職員配置基準」が基本ですが、例えば次の項目（内容）もあ  

わせて検討される必要があります。  

（∋処遇（賃金・労働条件・厚生など）  

②正規・非正規・パート・身分  

③勤務（続）年数  

④離職率  

⑤労働の密度  

⑥職員のワーク・ライフ・バランス  

⑦従来の保育所保育等ケア・ワークに加え、地域の子育て支援活動や関連機関との調  

整・連絡等のためのソーシャル・ワークに関する専門知識のための研修、資格等  

なお、伸され  

る必要があると考えます。  

（ロ）保育に関係する面積については、子どもたちの生活と遊び及び健やかな発達を保障する  

に足りる機能を備え、かつ、安全が確保されることを前提に考えられるべきです。  

保育機能としての条件は、保育室・遊戯室・給食室・食堂・職員室・更衣室・事務室・  

応接室（面接）・園庭・作業室等が挙げられますが、総じてより日々の生活や様々に求め  

られる活動に柔軟に対応できる余裕のあるスペースが保障されることが必要です。  

なお、保育室の面積基準は、現行の3．3平方メートルをベースに考えられるべきである  

と思います。  
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（ハ）保育の質と子どもたちの健やかな成長を保障するために検討されるべき重要な条件につ  

いては以下の項目が挙げられます。とくに障害児保育や病児保育、地域の子育て支援等に  

取り組む上で、相互に余裕のある適切なスペースの確保等に配慮したあり方が求められま  

す。  

①子ども集団の大きさ・数（各年齢の適切なクラス人数・集団の規模）  

②遊具、教材  

③近隣の立地条件（日当たり、自然、公園等）  

④保育活動内容「散歩、室内活動、自然体験、生活」（・健康・身体的発達・心理発達・  

生活力・社会性（言葉）・知力）  

⑤保育者の保育力（資格、専門性、研修、経験等）  

⑥経営と運営の安定  

（ニ）行政と社会的責任について  

①公的フレームを基本とした保育制度の確立  

・「最善の利益」基本方向とするセーフティーネット、・公的フレーム、・社会的支援を具  

体的に検討する。  

②公（国・自治体）の予算保障と財源の確保   

4）関連する幼稚園等と諸外国との比較も保育の質を検討する場合重要である   

（イ）現行の最低基準  

（ロ）幼稚園（基準）との比較  

（ハ）認定こども固との比較  

（ニ）東京都認証保育所との比較  

（ニ）欧米諸国との比較  
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第1回次世代育成支援のた  

めの新たな制度体系の設計  

に関する保育事業者検討会  
資料6  

平成20年9月29日   

新たな制度体系に関する意見  

社会福祉法人 日本保育協会   

1．保育現場の現状と課題   

○保育所に期待される役割の拡大  

保育現場では、子どもの最善の利益を基本に置いた真筆な取組   

○保育士（国家資格化による）多忙化とそれに見合わない待遇  

→将来的に優れた人材の確保が困難になる懸念  

○地方の現状と課題  

・保育水準の地域間格差  

・都市部と地方の直面する課題の違い  

2．保育事業の拡充   

○保育環境及び職員の処遇の改善による保育の質の確保   

○職員の専門性、資質の向上のための施策の推進   

○地域の子育て支援など保育所機能を活用した事業の充実強化   

○地方での保育サービスの財源確保のための仕組みの構築  

3．保育制度改革について   

○保育制度改革への危憤  

○都市と地方の格差  

○直接契約の導入   

○保育所入所要件の見直し  

○最低基準の見直し  
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1． 保育現場の現状と課題  

○保育所に期待される役割の拡大   

保育現場では、子どもの最善の利益を基本に置いた真筆な取組   

（例）   

・保護者に対する支援（養育困難な家庭の増加、地域の子育て支援への  

対応）   

・3歳未満児の受入れ拡大に伴う健康・安全のきめ細かい対応   

・発達障害を含めた障害を持つ子どもの受入れの増加   

・食育の推進   

・発達段階に応じた幼児教育の充実  

→保育所・保育士に求められる資質や専門性は深化・拡大  

○保育士（国家資格化による）多忙化とそれに見合わない待遇  

→将来的に優れた人材の確保が困難になる懸念  

・限られた職員による業務の多忙化（保護者対応、研修、保育の諸準備等）  

・規制緩和によるパート保育士の増加、正規職員の負担増大  

・他職種と比べて低位な給与水準  

○地方の現状と課題   

一保育水準の地域間格差   

・現在の保育所は国の定める運営費だけで運営することは困難  

（自治体が独自の追加財源を充てて運営費を増額している）   

・財政状況や首長の姿勢で保育水準に地域間格差  

・都市部と地方の直面する課題の違い   

・都市部：待機児童の解消のための保育サービスの拡充   

・地方：厳しい財政状況の中での保育機能の維持  

能
て
要
 
 

機
し
必
 
 

所
立
る
 
 

育
成
図
 
 

保
に
を
 
 

と
上
善
 
 

践
の
改
 
 

実
力
の
 
 

育
努
境
 
 

保
助
環
 
 

い
自
育
 
 

高
の
保
 
 

の
者
に
 
 

質
育
幅
 
 

は
保
大
 
 

所
や
は
 
 

育
所
に
 
 

保
育
め
 
 

可
保
た
 
 

認
は
る
 
 

で
れ
す
 
 

申
そ
揮
 
 

の
、
発
 
 

状
が
に
 
 

現
る
分
 
 

る
い
十
 
 

あ
て
に
 
 

が
し
更
 
 

題
揮
、
る
 
 

課
発
り
あ
 
 
 

を
お
が
 
 



2．保育事業の拡充   

○保育環境及び職員の処遇の改善による保育の質の確保   

（例）   

・保育所の開所時間（11時間）と保育時間（8時間を基本）を前提とし  

た職員配置の整合性の確保   

・保育士の配置基準の改善（1・2歳児や3歳児の基準）   

・専門的職員（看護師、栄養士、障害児対応、）の配置   

・他職種との均衡のとれた保育所職員の処遇（給与）の改善  

○職員の専門性、資質の向上のための施策の推進  

（例）  

・保育所施設長、主任保育十の資格化  

・保育士資格・養成制度の改善（例：国家試験の導入、専門・上級資格の  

創設）  

・地方自治体による研修体制の確保  

○地域の子育て支援など保育所機能を活用した事業の充実強化  

・全ての児童を対象とした地域子育て支援、一時保育、放課後児童対策及   

び個別訪問事業など、保育所を基盤とした保育事業を再構築（カウンセリ   

ングや看護などの基本的な対応を含む）  

○地方での保育サービスの財源確保のための仕組みの構築  

・地方自治体において、 保育サービスの拡充や計画的な基盤整備などが可  

能な安定的財源を確保できる財源確保の仕組み  

・待機児童解消対策としては、特別な対策（時限的・指導強化等）を数年  

間集中的に投入し解消  

－3－   



3．保育制度改革について  

○保育制度改革への危倶  

・保育所が福祉的側面に加え少子化対策や就労支援に果たす役割が益々強くな  

る中で、保育制度への直接契約、直接補助の導入などの市場原理の導入、保育  

所最低基準を標準基準に改めることなどの保育制度改革議論があるが 、保育や  

少子化対策で最も必要なのは「安心感」であり、これらの改革は保育現場の考  

え方とは全く相反するものであり危倶している。  

○都市と地方の格差  

・保育を巡っては、大都市では待機児童の解消が長年にわたる国の重点課題と  

なっている一方、少子化の影響で多くの市町村では、保育所の定員割れが進む  

など大都市と地方では格差があり、制度改革議論は、大都市の問題に偏った議  

論となっているきらいがあり、地方の実情を十分考慮すべきである。  

・直接契約制度の導入等の保育所保育制度改革の議論があるが、待機のない地  

域では現行制度においても「保育に欠けない」場合でも「選択的」に「直接契  

約」で入所可能である。  

・保護者による保育所の選択が保障されないことを理由とする保育制度改革議  

論は、恒常的な待機児童を抱える一部の大都市の量的整備の問題であり、全国  

的に影響を及ぼす制度改革の問題ではない。  

・少子高齢化が一層深刻化し、若者の都市への流出が問題とされる地方にとっ  

て、市町村が子育て支援に責任をもって取り組むことはこれまで以上に重要で  

あり、その中核となる保育に対する市町村の関与を安易に後退させるような制  

度改正は適当ではない。  

○直接契約制の導入  

・現在の保育所への入所の仕組みは、保護者の希望と公的保障で安心感のある  

児童福祉に配慮した優れた仕組である。  

・市場原理に基づく直接契約方式等への変更は、親の所得による保育処遇の格  

差や、保育の提供者による不適切な選択等により真に保育が必要な子どもが排  

除されるなど福祉の後退の恐れがある。  

－4－   



・保育制度については、当審議会の今回の「基本的考え方」においても公的性  

格・特性として5つの点を指摘しているが、現行の保育制度の契約の仕組みは、  

保護者の保育所の選択を保障しつつ、保育所の公的性格・特性に配慮されてお  

り、保護者にとって安心できる仕組みである。  

・一方、直接契約制度の導入は、選択者である保護者の意向のみが強く反映さ  

れ、子どもの福祉が軽視されたり、更には、保育内容がゆがめられたり保育料  

に過度の競争を強め、地域の保育機能を崩壊させる恐れがある。  

・直接契約制については、介護保険制度に見られるように、営利を追求する余  

り、職員の給与・勤務条件等において過度の効率化が行われ、これが悪循環と  

なり適正な施設運営が確保されない状況が生じている。  

・保育は、単なる託児ではなく子どもに良好な育成環境による生活を保障し次  

世代の担い手を育成するという公的性格を持つものである。  

・全国各地に均質で安心できる保育所の整備が必要であり、競争により保育の  

質や保育料に格差が生じる直接契約制は、保育関係者はもとより保育所を利用  

する保護者も望んではいない。  

・保育制度の議論は、子どもの立場に立ち、地方の実情を踏まえた議論を慎重  

にしっかりと行うべきである。  

○ 保育所入所要件の見直し  

・「保育に欠ける」という保育所の入所要件の見直しは多少の拡大は必要とし   

ても、待機児童のいる地域では真に入所が必要な子どもの入所ができなくな   

る恐等、福祉政策上、雇用政策上からも必要である。  

・そのためには、保育所の整備等による待機児童の解消とともに児童福祉の後   

退を招かない措置と国及び地方公共団体における財源確保が必要である。  

○最低基準の見直し  

・保育所の最低基準を標準基準とし、具体的な基準を市町村に委ねることは、   

市町村の財政事情等により保育環境が悪化する恐れがあり、国の最低基準は   

全国の保育所の質の確保のために必要である。  

・健やかな子どもの成長のために国が責任をもって保育の質を確保する最低基   

準を維持すべきである。  

ー5－   



資料7  新たな制度体系の設計に関する   

保育事業者検討会   

平成20年9月29日   第1回次世代育成支援のための  

第1回 次世代育成支援のための新たな制度体系   
の設計に関する保育事業者検討会 資料  

2008年9月29日  

株式会社ベネッセスタイルケア   



一人ひとりの「よく生きる」を応援したい、  
その願いがベネッセの企業理念です  

ベネッセの保育園では、  
保育園に通う子どもはもらろん  

子育てをする保護者を含めた  

‘‘家族まるごど’支援する  

ことを大切に考えています  



保育目標  

“よりよく生きる力の基礎を育てる’’  

いきいきと健やかに毎日を過ごし、  
自信と意欲をもって未来を生きる子どもを育てます。  

1．自分で考えすすんで行動する子ども  

2．友だらと楽し＜遊ぶ子ども  

3．感性豊かな子ども   

J■  
3   



保育方針  

1．子どもの「個性と人格を尊重」します。  

2．自然な生活の営みの中で、   

子どもが「安定感・安心感・落ら着きをもてる   

室内環境」をつくります。  

3．深い信頼関係に根ざした   

「豊かな人とのかかわり」を重視します。  

4．身の回りの   

「社会・自然を通しての学び」を大切にします。   

・l  



質向上を支えるための事業基盤  

～それぞれがより高い専門性をもって保育園をバックアップ ～   



独自の「安全衛生基準」を作成   
…職員への徹底をはかっています～  

●「お散歩マップ」「散歩時の安全チェッ  

クリスト」の運用の徹底  

●第三者侵入による危険を防ぐ「テン  

キー錠」の設置、「送迎人登録」の運用  

●SIDS（乳児突然死症候群）から子どもを   

守る10分毎の「呼吸チェック」 など  

当  

●「健康観察リスト」・「成長の記録（連絡   

帳）」による毎日の的確な健康観察  

●「けが一病気に関する記録」による状況   

把握と保護者への報告  

●「乳児救命手当講習会」を毎年実施  

●本部顧問・園医・看護師の連携による  

速やかな情報共有と適切な対策 など   

●空間環境（換気・保温・保湿など）につ  

いて季節ごとの基準を定め運用  

●専門機関による「衛生検査」を毎年実施  

●午睡中は挨のたちやすい布団は使用  

せず「コット（簡易ベット）」を使用  

●安全基準をクリアした玩具を使用、清  

潔維持に関する基準を定め運用 など  



保育者一人ひとりが保育の質そのものです  
～職員の「よ＜生きる」を支援するしくみ′〉  

常勤職員は正社員  

安心し信頼できる職員に、より長く安定して  
働き続けてもらうための人事施策を整えて  

います。   

●常勤職員は正社員として雇用  

●常勤・非常勤すべて有資格者  

●ベネッセグループ福利厚生制度に加入  

充実した研修制度  目標設定と評価のしくみ  

一人ひとりの目指すべき方向を明らかにし、  
力の発揮に対して適正な評価と処遇に連  

動していく独自の「等級制度」を導入してい  

ます。   

●「等級要件」の導入  

●「昇格試験」の実施 など  

充実した研修制度により、職員一人ひとり  
の成長（スキルアップ）を支援しています。   

●一人ひとりの育成計画（年度毎に作成）   

に基づく園内研修  

●本部主催の研修プログラム  

●ベネッセ園間での交流・勉強会 など  7   



サービス向上への取り組み  
～ご利用者・職員の声を聞く5つのしくみ～  

●年1回 全常勤職員対象  
●CS調査とあわせて分析依頼   

職員の意識と保護者の評価とを照合し、  

保育の強みや課題を明らかにするため  
に役立てています。さらにES調査は職  

員の意識や労働環境を見直す機会とし  

て本部でも活用しています。  

●年1回 全保護者対象  

●独自のアンケート項目で実施  

●コンサルティング機関に分析依頼   

調査結果分析による課題と、日々の保  

育を通して明らかになる課題とを照らし  

合わせ、次年度の運営計画（園別）につ  

なげています。  

●苦情解決のしくみを設け、全保護  
者に説明、園内掲示で常時明示  

●一時保育や地域交流の利用者に  

ついても苦情解決ルールを告知   

対話のきっかけとしてとらえ、利用者  

の声を園運営に活かしていきます。   

●受審実績：2～3園／年（実施園9園）   

社会・地域に求められているものはな  

にかを考え続けるために、そして福祉  

施設としての運営の透明性を図って  

いくために積極的に受審をしていきた  

いと考えています。  

●運営状況・課題を共有し意見交換  

●利用者・第三者委員（民生委員・  

有識者など）・園長・本部で構成  

構成員が一堂に会し、園の適正な運  

営と推進を図るためにそれぞれの立  

場から意見を交わします。  



保育園とホームのコラボレーション  
～大泉学園の取り組み～  

． 

「四世代が集う家」  

地土或の中でなくてはならない存在に  

ここで出会える“大家族”  

凸   



現保育制度に関して感じること  

保育園運営・新規開園において、以下の点に難しさを感じています。   

邸施設整備補助（ハード交付金）がないこと   

施設整備補助（ハード交付金）が受けられないため、新園開設の施設整備をすべて負担  
しなければならない。そのことが新園開設の障害となっている。  

立てが前提となった ②積み補助金制度。資金運用を柔軟lこ行うことができない   

現行の補助金制度では当該保育園への使用が前提であり、余剰については積立金  
として扱い、その運用には様々な制約がある。   
積み立てが前提となった現行制度は、収益をさらなる保育事業への投資や配当に   
あてるという企業活動との前提との大きな帝離があり、事業展開が思うようにできない。  

③その他  

○使途が制限されていること  

賃借料などについて、運営費を充当することに大きな制限がある。  
賃借料・施設整備などに保育園運営に必要な経費についても柔軟な運用ができにくい。  

○社会福祉法人会計が義務付けられていること   

社会福祉法人会計が企業活動の実態にあわない。  10   



第1回次世代育成支援のた  
めの新たな制度体系の設計  
に関する保育事業者検討会  

資料8  

平成20年9月29日   

保育制度改革について  

平成20年9月29日  

株式会社JPホールディングス  

代表取締役社長  山口 洋  

1．女性の就業率の増加に伴い、依然増加している待機児や潜在的待機児を  

解消することが喫緊の課題であると考える。更に子育て環境の悪化に伴い保育  

所の役割も増大しているため、保育の質を単に「維持」するばかりでなく「向  

上」も実現させていかなければならない。   

そのため大規模な財政投入が望まれるが、現在わが国及び地方自治体の財政  

赤字が1，000兆円を越え、サブプライムローン問題に端を発した世界同時  

不況という経済環境下においては、子育て支援にだけ特別な財政出動を望むこ  

とは現実的とは思われない。また現状の制度においては認可保育所に集中して  

税金が投入され極めてアン／1ランスな状態であると考える。   

経済成長期の中で財政的な余裕があり財源が確保されている時代であれば、  

多少の無駄や制度の不具合も容認されることもあるが、今後は限られた財源の  

中、まずは保育の「量」の拡大により子育て家庭間の不公平をなくし、多様な  

事業主体の参入を容易にすることによって「質」の向上を図り効率的な財源活  

用を目指すべきである。   

そのためには、公費の配分と現状の保育所制度の見直しを図ることにより、  

全ての子育て家庭を念頭に子どもの最善の利益を保障した制度改革が必要と  

考える。   

2．保育サービスの「量」的拡大について   

現在都市部において莫大な潜在的待機児を抱えている中、認可保育所の入所  

児と認可保育所への待機児および認可外保育施設の通園児の待遇に大きな隔   



たりがある。これは制度上の『保育に欠ける』要件の問題とサービスの供給「量」  

の問題である。現状は『保育に欠ける』要件として平日の昼間就労を前提とし  

ているが、社会的に（子育て中の）弱者は満足に昼間就労できないケースも多  

く、また都市部では就労形態の多様化により保育を必要とする時間帯が従来の  

要件から帝離するケースが多い。   

そのため保護者の中には、保育ニーズに合わなく認可保育所を断念するなど、  

認可保育所の保育サービスを受けることができず公的資金が入っていない認  

可外保育所に頼らざるを得ないケースが非常に多い。このため同じ『保育を必  

要とする』状況にありながら劣悪な保育サービスしか受けられないという不公  

平な状況さえ生じている。   

またこれら認可外施設は潜在的待機児の受入れ先となっているため、顕在的  

待機児数を減少させる効果もあるので、一定の「保育の質」を担保できる施設  

であれば、単に自治体レベルの施策として放置するのではなく、国としても何  

らかの公的支援を行うことが、全体の保育の水準を向上させることになる。   

つまり従来の園庭付の重装備な認可保育所だけを財政投入の前提にするの  

ではなく、広くその施設のレベルにあった補助を与えることが必要である。   

次に一定の財源の中から「量」の拡大を目指すためには、自治体の問題では  

あるが民営化が欠かせない。都市部の公立保育所の運営コストは私立保育所と  

比べ圧倒的に高く、しかもサービス内容は開所時間など殆どの項目で劣ってい  

る。これらを民営化するだけで財政的な余裕ができ、量的拡大に繋がることに  

なろう。   

しかしながらこれらの量的拡大にはもうーつ、受け皿という重大問題がある。  

それは量的拡大ニーズがほぼ都市部に集中しているため、従来の保育サービス  

の担い手である社会福祉法人（以下社福と呼ぶ）だけでは受け皿として不十分  

という事である。   

従来の社福は個人経営的色彩が強く、複数施設多人数雇用といった経営ノウ  

ハウに欠けるため、自ずと複数施設経営には限界がある。仮に経営能力が十分  

に認められたとしても、保育制度は従来一法人一施設を前提とした制度設計に  

なっており、複数施設を運営する場合に不備がある。これは他の事業主体も同   



じで、大規模経営ができる株式会社でも、制度上の不備から参入がし辛い状況  

にあるといえよう。   

つまり量的拡大に必要なのは従来の制度を複数施設経営に適した制度に改  

めることであり、かつ、多様な経営主体の参入が促進されるための制度設計と  

いえよう。尚、ここでも繰り返すが、子どもの最善の利益という観点から保育  

の質を担保することが前提であることは言うでもない。  

3．制度の改正について   

①第一に単独施設運営の場合は別として、複数施設を経営する場合、更に複  

数自治体にまたがって経営する場合制度が複雑で理解しにくく、自治体によっ  

て解釈や制度対応が違うことがある。これは制度が複雑であるため、事業者お  

よび自治体担当者が理解できない場合や、株式会社立保育所を前提に制度設計  

されていないために起こる制度上の不備である。   

このため法人本部において社福会計を他の会計に翻訳し直すなどの余分な  

事務作業をしいられる、これらは事務作業量の増加をまねきコスト増となる。   

②先に述べたが株式会社の参入を促すことが、量的拡大に大きく貢献するこ  

とになるが、制度上多くの問題点を内包している。   

第一に社福会計での経理処理であるが、これは単に行政が企業会計を理解で  

きなく、監査をするためだけに温存されているとしか考えられない。しかし株  

式会社に止まらず学校法人など多様な主体が参入する場合、法人全体の経営状  

況を監査し把握できなでれば、急な経営破綻など重大な変化に対応できない。   

第二に剰余金（利益処分）を自由化する必要がある。これは税金が投入され  

た運営費であるために、制限が設けられているが、これは「保育の質」を担保  

するためにある制限である。つまり『質』という目的が担保され、利用者（子  

どもとその保護者）が満足し、行政監査上もなんら不適格なことがなければ、  

運営費の使用目的にかなうはずである。またそこに剰余金（利益）が出たとし  

ても、それは経営者の努力による結果である。更にそのような経営努力による  

インセンティブ（株式会社に限らず）を与えることが規模の拡大（サービスの  

量）に繋がる。   

③所謂イコール・フッティングの問題で、通常は開設時のハード助成金が社  

3   



福だけに与えられるのは不公平であり、多様な主体の参入を確保し、保育の質  

の向上を促すためにも、考慮すべき事項であるこ さらに民改費を計算する上で  

保育経験年数を社会福祉施設に限る必要はない。また、学生の保育奏習の単位  

取得を一定の条件の下、認可保育所以外にも認めるべきである。   

④直接契約・直接補助方式については、都市部において需要過多の現状では  

選択できる状況にあるとは言えない。子どもの健全育成の観点から子どもの最  

善の利益が保障されていれば、本来わが子の教育内容を選択をする権利はその  

保護者にあると考える。   

ただ、施設運営者からの観点から、利用者との直接契約の場合、事業者から  

の逆選択の可能性も否定できず、また保護者が保育料を滞納した場合の問題な  

ど、退園処分が出切るかなどの問題が残る。  

以上  

「「’丁㍗T       ・   




